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本稿では、2025年3月期決算の会計処理に関する主
な留意事項について解説を行う。

2025年3月期に適用される新会計基準等には、下記
ⅠとⅡがある。また、2025年3月期決算に影響する可

能性のある項目として、Ⅲ防衛特別法人税（仮称）の創
設による法定実効税率への影響及びⅣ移管指針の概要に
ついて解説を行う。

【目次】

【2025年3月期に適用される会計基準等】
Ⅰ　改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等
Ⅱ　 実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」及び補足
文書並びに改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（※）

【その他】
Ⅲ　防衛特別法人税（仮称）の創設による法定実効税率への影響
Ⅳ　移管指針の概要

（※）　 改正実務対応報告第44号は公表日である2024年3月22日より適用が開始されているが、グローバル・ミニマム課税制度に係る会
計基準等をあわせて解説する観点から、解説の対象に含めている。

なお、2024年3月22日に、いわゆるパーシャルスピ
ンオフの改正適用指針等として、改正企業会計基準適用
指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する
会計基準の適用指針」等が公表されている。既に2024
年3月期からの適用であるため、本稿では解説を行って
いないが、実質的には当期以降に発生する取引が対象に
なるものと考えられるため、必要に応じて本誌2024年
5月号（Vol.573）における解説をご参照いただきたい。

Ⅰ　 改正企業会計基準第27号「法人
税、住民税及び事業税等に関す
る会計基準」等

企業会計基準委員会（以下「ASBJ」という）は、
2022年10月28日に、次の企業会計基準及び企業会計
基準適用指針（以下、本章において「本会計基準等」と
いう）の改正基準等を公表した。
● 企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等
に関する会計基準」（以下、本章において「改正法人
税等会計基準」という）

● 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計
基準」（以下「改正包括利益会計基準」という）

● 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会
計基準の適用指針」（以下、本章において「改正税効
果適用指針」という）

1.ﾠ 公表の経緯・目的
ASBJから2018年2月に企業会計基準第28号「『税効

果会計に係る会計基準』の一部改正」等（以下「企業会
計基準第28号等」という）が公表され、日本公認会計
士協会（以下「 JICPA」という）における税効果会計に
関する実務指針のASBJへの移管が完了したが、その審
議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第
28号等の公表後に改めて検討を行うこととされていた。
（1） 　税金費用の計上区分（その他の包括利益に対す

る課税）
（2） 　グループ法人税制が適用される場合の子会社株

式等（子会社株式又は関連会社株式）の売却に係
る税効果

この2つの論点について審議が行われ、2022年10月
に本会計基準等が公表されている。

2.ﾠ その他の包括利益に対して課税される
場合の法人税等の計上区分に関する改
正

（1）対象となる取引
その他の包括利益に計上された取引又は事象（以下

「取引等」という）が、課税所得計算上の益金又は損金
に算入され、法人税、住民税及び事業税等が課される場
合がある。例えば、次のような場合である（本会計基準
等の公表にあたって（以下「公表にあたって」という）。

2025年3月期決算の会計処理に関する留
意事項
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①　 グループ通算制度（従来の連結納税制度を含
む）の開始時又は加入時に、会計上、評価・換
算差額等又はその他の包括利益累計額が計上さ
れている資産又は負債に対して、税務上、時価
評価が行われ、課税所得計算に含まれる場合

②　 非適格組織再編成において、会計上、評価・換
算差額等又はその他の包括利益累計額が計上さ
れている資産又は負債に対して、税務上、時価
評価が行われ、課税所得計算に含まれる場合

③　 投資をしている在外子会社の持分に対してヘッ
ジ会計を適用している場合などにおいて、税務
上は当該ヘッジ会計が認められず、課税される
場合

④　 退職給付について確定給付制度を採用してお
り、連結財務諸表上、未認識数理計算上の差異
等をその他の包括利益累計額として計上してい
る場合において、確定給付企業年金に係る規約
に基づいて支出した掛金等の額が、税務上、支
出の時点で損金の額に算入される場合

改正前の企業会計基準第27号「法人税、住民税及び
事業税等に関する会計基準」（以下「法人税等会計基準」
という）では、当事業年度の所得等に対する法人税、住
民税及び事業税等は、法令に従い算定した額を損益に計
上することとされていた。そのため、上記の取引等につ
いてはその他の包括利益に計上される一方で、これらに
対して課される法人税、住民税及び事業税等は損益に計
上されることとなり、税引前当期純利益と税金費用の対
応関係が図られていないのではないかとの意見が聞かれ
た。
そこで、このようなその他の包括利益に対して課され
る法人税、住民税及び事業税等のほか、株主資本に対し
て課される法人税、住民税及び事業税等も含めて、所得
に対する法人税、住民税及び事業税等の計上区分につい
て見直しが行われている（改正法人税等会計基準第
25-2項）。
なお、株主資本に対して課税される場合については、
従来から企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に
係る会計基準の適用指針」（以下「税効果適用指針」と
いう）等において取扱いが示されている。当該取扱いに
ついては、次の場合を除き、本会計基準等の改正による
会計処理への影響はない（次の場合の改正による会計処
理への影響については、下記2（4）③参照）（「公表にあ
たって」の「本会計基準等の改正により影響を受けるこ
とが想定される企業」）。

＜株主資本に対する課税のうち、本会計基準等の改
正による会計処理への影響を受ける場合＞
子会社に対する投資の追加取得や子会社の時価発

行増資等に伴い生じた親会社の持分変動による差額
に係る連結財務諸表固有の一時差異について、資本

剰余金を相手勘定として繰延税金資産又は繰延税金
負債を計上しており、その後、当該子会社に対する
投資を売却した場合

また、株主資本に対して課税される場合について、従
来から税効果適用指針等で示されている取扱いとして
は、例えば次のようなものがある（改正法人税等会計基
準第29-4項）。

①　 子会社等が保有する親会社株式等を企業集団外
部の第三者に売却した場合の連結財務諸表にお
ける法人税等に関する取扱い（自己株式等会計
適用指針第16項）

②　 子会社等が保有する親会社株式等を当該親会社
等に売却した場合の連結財務諸表における法人
税等に関する取扱い（改正税効果適用指針第
40項）

③　 子会社に対する投資の一部売却後も親会社と子
会社の支配関係が継続している場合における親
会社の持分変動による差額に対応する法人税等
相当額についての売却時の取扱い（改正税効果
適用指針第28項）

（2）会計処理の原則的な考え方
改正法人税等会計基準においては、法人税等の計上区

分についての原則として、当事業年度の所得に対する法
人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引
等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益（又
は評価・換算差額等）に区分して計上することとしてい
る（改正法人税等会計基準第5項、第5-2項及び第8-2
項）。

（結論の背景）
所得に対する法人税、住民税及び事業税等の計上

区分に関して、次の2つの考え方について検討が行
われた（改正法人税等会計基準第29-2項）。
（1） 　当該法人税、住民税及び事業税等を、その

発生源泉となる取引等の処理と整合させ、所
得を課税標準とする税金については、損益、
株主資本及びその他の包括利益の各区分に計
上する考え方

（2） 　法人税、住民税及び事業税等の支払は、税
金の発生源泉となる取引等の処理にかかわら
ず、課税当局（国又は地方公共団体）への納
付であるため、当該法人税、住民税及び事業
税等は損益に計上する考え方

上記（1）の考え方を採用した場合、税引前当期純
利益と所得に対する法人税、住民税及び事業税等の
間の税負担の対応関係が図られ、税引前当期純利益
と税金費用から算定される税負担率を基礎として将
来の当期純利益を予測することが可能となるため、
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将来の業績予測に資する情報が提供され得ると考え
られる。また、当事業年度の所得に対する法人税、
住民税及び事業税等の計上区分が、税効果会計にお
ける税効果額の計上区分と整合することとなるとと
もに、国際的な会計基準における処理との整合性を
図ることができると考えられる。
そのため、改正法人税等会計基準では、当事業年

度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、
損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計
上することとされた（改正法人税等会計基準第
29-3項）。

ただし、損益に計上されない当事業年度の所得に対す
る法人税、住民税及び事業税等の金額に重要性が乏しい
場合には、当該法人税、住民税及び事業税等を当期の損
益に計上できる（改正法人税等会計基準第5-3項（1））。

（結論の背景）
当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事

業税等を、損益、株主資本及びその他の包括利益に
区分して計上する取扱いを一律に求める場合、コス
トが便益に見合わないこともあるとの意見が聞かれ
た。これを踏まえて、損益に計上されない当事業年
度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等の金
額に重要性が乏しい場合には、当該法人税、住民税
及び事業税等を当期の損益に計上することができる
こととされた（改正法人税等会計基準第29-5項）。

（3 ）複数の区分に関連することにより、株主資
本又はその他の包括利益に計上する金額を算
定することが困難な場合の取扱い

　課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資
本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資
本又はその他の包括利益に対して課された法人税、住民
税及び事業税等の金額を算定することが困難である場合
には、当該税額を損益に計上できる（改正法人税等会計
基準第5-3項（2））。
なお、当該例外的な定めを選択するか否かは、企業会
計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤
謬の訂正に関する会計基準」第4項（1）に定める「会計
方針」の選択に該当すると考えられる（改正法人税等会
計基準第29-7項）。
この例外的な定めに該当する取引として、本会計基準
等の開発時点においては、退職給付に関する取引が想定
されている（改正法人税等会計基準第29-7項）。

（結論の背景）
退職給付に関して、例えば、確定給付制度を採用

している場合の掛金等の額は確定給付企業年金制度
等に基づいて計算されているが、当該計算と会計上
の退職給付計算は、その方法や基礎が異なることか

ら、掛金等の額を数理計算上の差異等と紐づけるこ
とは困難であり、掛金等の額に数理計算上の差異等
に対応する部分が含まれるか否かは一概には決定で
きず、また、そのような金額の算定は困難であると
考えられる。
また、仮に、何らかの仮定に基づいて金額の算定

を行うこととした場合、そのような仮定に基づいて
会計処理された情報の有用性は限定的であると考え
られる。
そこで、退職給付に関しては、当事業年度の所得

に対する法人税、住民税及び事業税等を、損益、株
主資本及びその他の包括利益に区分して計上する取
扱いに対する例外を定めることとして検討が行われ
た（改正法人税等会計基準第29-6項）。
当該例外を定めるにあたり、退職給付に関する論

点以外に、同様の論点が生じる状況は限定的である
と考えられるが、今後、株主資本やその他の包括利
益を用いた会計処理を定めた場合や、税法が改正さ
れた場合に、同様に株主資本又はその他の包括利益
に対して課税されている部分を算定することが困難
な状況が生じる可能性がある。
そのため、例外的な定めとして、課税の対象と

なった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその
他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又は
その他の包括利益に対して課された法人税、住民税
及び事業税等の金額を算定することが困難である場
合には、当該税額を損益に計上することができるこ
ととされた（改正法人税等会計基準第29-7項）。

（4）その他の会計処理
①　株主資本及びその他の包括利益に計上する金額の算
定に関する取扱い
上記2（2）に記載した法人税等の計上区分についての

原則において、各区分に計上する金額をどのように算定
するかに関して、次のような取扱いが定められている
（改正法人税等会計基準第5-4項）。
●株主資本又はその他の包括利益の区分に計上する法人
税、住民税及び事業税等は、課税の対象となった取引
等について、株主資本、評価・換算差額等又はその他
の包括利益に計上した金額に、課税の対象となる企業
の対象期間における法定実効税率を乗じて算定する。

●ただし、課税所得が生じていないことなどから法令に
従い算定した額がゼロとなる場合に、株主資本又はそ
の他の包括利益の区分に計上する法人税、住民税及び
事業税等についてもゼロとするなど、他の合理的な計
算方法により算定することができる。

（結論の背景）
当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事

業税等を、損益、株主資本及びその他の包括利益に
区分して計上する取扱いに関して、各区分に計上す
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る金額をどのように算定するかが論点となる。
この点、従来からの子会社に対する投資の一部売

却に関する税効果の取扱い（改正前の税効果適用指
針第28項及び第118項）は、税務上の繰越欠損金
がある場合など複雑な計算を伴う場合があることか
ら、実務に配慮しつつ、個々の状況に応じて適切な
判断がなされることを意図したものであると考えら
れる。子会社に対する投資の一部売却以外の株主資
本又はその他の包括利益に対して課税される場合に
ついても、同様に実務上の配慮が必要になると考え
られることなどから、当事業年度の所得に対する法
人税、住民税及び事業税等を、株主資本又はその他
の包括利益に区分して計上する場合についても同様
に取り扱うこととされた（改正法人税等会計基準第
29-8項）。

②　その他の包括利益の組替調整（リサイクリング）に
関する取扱い
これまでの我が国のリサイクリングに関する会計基準
の基本的な考え方を踏まえ、その他の包括利益累計額に
計上された法人税、住民税及び事業税等については、当
該法人税、住民税及び事業税等が課される原因となる取
引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を
損益に計上することとされている（改正法人税等会計基
準第5-5項及び第29-9項）。
なお、税法の改正に伴い法人税、住民税及び事業税等
の税率が変更される場合において、税率の変更に係る差
額をリサイクリングする処理は採用せず、過年度に計上
された資産又は負債の評価替えにより生じた評価差額等
を損益に計上した時点のみにおいて、リサイクリングす
ることとされている（改正法人税等会計基準第29-10
項）。

（結論の背景）
これまで我が国においては、当期純利益の総合的

な業績指標としての有用性の観点から、その他の包
括利益に計上された項目については、当期純利益に
リサイクリングすることを会計基準に係る基本的な
考え方としていることを踏まえ、当該法人税、住民
税及び事業税等が課される原因となる取引等が損益
に計上された時点で、対応する税額についてもリサ
イクリングを行い、損益に計上することとされた
（改正法人税等会計基準第29-9項）。

③　子会社に対する投資を売却した時の親会社の持分変
動による差額に対する法人税等及び税効果についての
取扱い
改正前の税効果適用指針第30項では、子会社に対す
る投資の追加取得や子会社の時価発行増資等に伴い生じ
た親会社の持分変動による差額に係る連結財務諸表固有

の一時差異について、資本剰余金を相手勘定として繰延
税金資産又は繰延税金負債を計上していた場合、子会社
に対する投資の売却時に当該親会社の持分変動による差
額に係る一時差異が解消することにより繰延税金資産又
は繰延税金負債を取り崩すときは、対応する額を法人税
等調整額に計上することとされていた（改正税効果適用
指針第123項）。また、改正前の税効果適用指針第31項
では、子会社に対する投資の追加取得や子会社の時価発
行増資等に伴い生じた親会社の持分変動による差額を資
本剰余金としている場合で、かつ、当該子会社に対する
投資の売却の意思決定とその売却の時期が同一の事業年
度となったことなどにより、売却直前に繰延税金資産又
は繰延税金負債を計上していなかった場合、当該子会社
に対する投資を売却した時に、当該資本剰余金に対応す
る法人税等調整額に相当する額について、法人税、住民
税及び事業税などその内容を示す科目を相手勘定として
資本剰余金から控除するとしていた（改正税効果適用指
針第124項）。
この点、改正税効果適用指針第30項においては、親

会社の持分変動による差額に係る連結財務諸表固有の一
時差異について、資本剰余金を相手勘定として繰延税金
資産又は繰延税金負債を計上していた場合で、当該子会
社に対する投資を売却し、一時差異が解消した際の繰延
税金資産又は繰延税金負債の取崩しについては、資本剰
余金を相手勘定として取り崩すこととしている（改正税
効果適用指針第9項（3）、第30項及び第123-2項）。ま
た、改正税効果適用指針第31項においては、親会社の
持分変動による差額を資本剰余金としている場合、当該
子会社に対する投資を売却した時に、繰延税金資産又は
繰延税金負債を計上していたか否かにかかわらず、親会
社の持分変動による差額に対応する法人税等相当額につ
いて、法人税、住民税及び事業税などその内容を示す科
目を相手勘定として資本剰余金から控除することとして
いる（改正税効果適用指針第31項及び第124項）。

（結論の背景）
改正法人税等会計基準では、企業の純資産に対す

る持分所有者との直接的な取引のうち、損益に反映
されないものに対して課される当事業年度の所得に
対する法人税、住民税及び事業税等について、純資
産の部の株主資本の区分に計上することとしたが、
これに伴って、親会社の持分変動による差額に係る
連結財務諸表固有の一時差異についての税効果の会
計処理（改正前の税効果適用指針第30項の会計処
理）を見直すか否かが論点となった。
当該会計処理は、法人税、住民税及び事業税等を

原則として損益に計上することとしていたことを前
提として定められたものと考えられる。しかしなが
ら、上記のような法人税、住民税及び事業税等につ
いて、純資産の部の株主資本の区分に計上すること
を定めたことにより、当該会計処理を求める必要性
は乏しくなったものと考えられる。
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そのため、改正税効果適用指針では、上記の場合
における繰延税金資産又は繰延税金負債の取崩し
は、資本剰余金を相手勘定として行うこととされた
（改正税効果適用指針第123-2項）。
また、親会社の持分変動による差額が生じている
場合に子会社に対する投資を売却した時の法人税等
についての取扱い（改正前の税効果適用指針第31
項の会計処理）についても、改正法人税等会計基準
では、持分変動による差額に対する法人税、住民税
及び事業税等を、純資産の部の株主資本の区分に計
上することとしたことから、改正税効果適用指針で
は、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上していた
か否かにかかわらず、親会社の持分変動による差額
に対応する法人税等相当額について、法人税、住民
税及び事業税などその内容を示す科目を相手勘定と
して資本剰余金から控除することとした（改正税効
果適用指針第124項）。

3.ﾠ  グループ法人税制が適用される場合の
子会社株式等の売却に係る税効果に関
する改正

（1）対象となる取引及び改正の経緯
連結会社間において、グループ法人税制1が適用され
る場合、子会社株式及び関連会社株式（以下「子会社株
式等」という）を売却した場合、当該売却に伴い生じた
売却損益について、税務上の要件を満たせば課税所得計
算において繰り延べることとされている（法人税法第
61条の11）。
具体的には、完全支配関係2がある内国法人間で、譲
渡損益調整資産3を譲渡した場合、課税所得計算上、当
該資産の譲渡に係る譲渡損益（売却損益）を繰り延べ、
譲受法人において、当該資産の再譲渡等の一定の事由4

が生じたときに、譲渡損益（売却損益）を益金の額又は
損金の額に算入することとされている5。
例えば、【図表1】のように、ある親会社の100%子会
社（S1社）が、その子会社株式（SS株式）を保有し、
当該SS株式を連結グループ内の他の100%子会社（S2
社）に売却する場合において、売却した事業年度にS1

1　 グループ法人税制とは、平成22年度税制改正において創設された制度で、完全支配関係のある法人グループに適用される
ものであり、単体課税を行っている法人にも、グループ通算制度（従来の連結納税制度）を選択している法人にも適用さ
れる。

2　 「完全支配関係」とは一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係又
は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいうと定義され（法人税法第2条第12項の7の6）、
100％持株関係をいう。

3　 「譲渡損益調整資産」とは、固定資産、棚卸資産たる土地（土地の上に存する権利を含む）、有価証券（売買目的有価証券
等を除く）、金銭債権及び繰延資産で、その資産の譲渡直前の帳簿価額が1,000万円以上のものをいう（法人税法第61条
の11及び法人税法施行令第122条の12）。

4　 「一定の事由」とは、譲渡損益調整資産の譲渡、償却、評価替え、貸倒れ、除却等のほか、譲渡法人が譲受法人と完全支
配関係を有しないこととなった場合も含まれる（法人税法第61条の11及び法人税法施行令第122条の12）。

5　 ただし、グループ通算制度が適用されている場合、完全支配関係のある内国法人間の譲渡損益の繰延べのうち、通算子法
人株式の譲渡損益については繰り延べないこととされている（法人税法第61条の2第17項）。

社で生じた売却損益が、税務上の要件を満たす場合、課
税所得計算において当該売却損益を繰り延べることとな
る。このように、完全支配関係にある国内会社間におけ
る資産の移転に伴い、売却損益の繰延べに係る税務上の
調整資産又は負債が生じると、将来減算一時差異又は将
来加算一時差異が生じ、これに係る繰延税金資産又は繰
延負債の計上の要否を税効果適用指針に従って検討する
必要がある。
本会計基準等では、このような取引が生じた場合の会

計処理の定めが改正されている。

【図表1　100%子会社間で、子会社株式を売却する場合】

改正前の税効果適用指針では、当該子会社株式等を売
却した企業の個別財務諸表において、当該売却損益に係
る一時差異に対して繰延税金資産又は繰延税金負債が計
上されているときは、連結決算手続上、当該一時差異に
係る繰延税金資産又は繰延税金負債の額は修正しないこ
ととされていた（改正前の税効果適用指針第39項）。
しかしながら、税引前当期純利益と税金費用を合理的

に対応させることが税効果会計の目的とされている中
で、改正前の税効果適用指針での取扱いは、連結決算手
続上、消去される取引に対して税金費用を計上するもの
であり、税引前当期純利益と税金費用が必ずしも適切に
対応していないとの意見が聞かれた（改正税効果適用指
針第143-2項）。こうした意見を踏まえ、検討を行い、
当該取扱いを見直す改正が行われている。

（2）会計処理の見直し
①　連結財務諸表における取扱い
改正税効果適用指針では、連結会社間における子会社

（売却前） （売却後）

100% 100%

親会社

子会社S1

子会社SS

子会社S2

100% 100%

親会社

子会社S1

子会社SS

子会社S2

※S1社において、税務上の要件を
　満たす場合、課税所得計算において
　売却損益の繰延べが生じ、
　当該売却損益に係る一時差異が生じる

S1社がS2社に
SS株式を売却
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株式等の売却に伴い生じた売却損益について、税務上の
要件を満たし課税所得計算において当該売却損益を繰り
延べる場合（法人税法第61条の11）、当該売却に係る
連結財務諸表上の税引前当期純利益と税金費用との対応
関係の改善を図る観点から、連結財務諸表において、次
の処理を行うこととしている。

●子会社株式等を売却した企業の個別財務諸表にお
いて、売却損益に係る一時差異に対して繰延税金
資産又は繰延税金負債が計上されているときは、
連結決算手続上、当該一時差異に係る繰延税金資
産又は繰延税金負債を取り崩す（改正税効果適用
指針第39項及び第143-2項）。

● 購入側の企業による当該子会社株式等の再売却
等、法人税法第61条の11に規定されている、課
税所得計算上、繰り延べられた損益を計上するこ
ととなる事由についての意思決定がなされた時点
において、当該取崩額を戻し入れる（改正税効果
適用指針第39項及び第143-2項）。

●また、子会社に対する投資に係る連結財務諸表固
有の一時差異について、予測可能な将来の期間に
子会社株式の売却（税務上の要件を満たし課税所
得計算において売却損益を繰り延べる場合）を行
う意思決定又は実施計画が存在しても、当該一時
差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上
しない（改正税効果適用指針第22項、第23項、
第105-2項及び第106-2項）。

なお、公開草案に寄せられた意見には、当該売却損益
に係る一時差異は、子会社に対する投資に係る一時差異
とその解消事由が類似していることから、両者の性質に
ついての整理を求めるものがあり、改めて検討が行われ
た（第486回企業会計基準委員会（2022年9月6日開催）
審議事項（3）-2-2-1）。
当該検討の結果、売却損益に係る一時差異と、子会社
に対する投資に係る一時差異には、次のような相違があ
ることから、改正税効果適用指針において「当該売却損
益に係る一時差異が投資に係る一時差異とは性格が異な
るものである」点が明確化されている（改正税効果適用
指針第143-2項）。
●売却損益に係る一時差異は、譲渡法人が当該譲渡資産
に係る譲受法人との間に完全支配関係を有しなくなっ
たときにも解消するなど、子会社に対する投資に係る
一時差異と完全に解消事由が一致するわけではない。

●子会社に対する投資に係る一時差異は、完全支配関係
にある内国子会社の清算時の配当や清算損など、その
解消時に益金又は損金に算入されない場合がある一
方、売却損益に係る一時差異は、解消事由が生じた場
合には必ず益金又は損金に算入されることから、実現
される蓋然性が高いと考えられる。

（結論の背景）
連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生

じた売却損益を税務上繰り延べる場合の取扱いにつ
いては、当該売却損益に係る一時差異が投資に係る
一時差異とは性格が異なるものであるため、連結財
務諸表上においても、個別財務諸表上において認識
された繰延税金資産又は繰延税金負債が計上される
ことになるところ、当該売却に係る連結財務諸表上
の税引前当期純利益と税金費用との対応関係の改善
を図る観点から、連結決算手続上、売却損益を消去
するとともに、当該売却損益に係る一時差異に対す
る繰延税金資産又は繰延税金負債についても取り崩
すように見直しを行うこととされた（改正税効果適
用指針第143-2項）。

②　個別財務諸表における取扱い
連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた

売却損益について、税務上の要件を満たし課税所得計算
において当該売却損益を繰り延べる場合（法人税法第
61条の11）、当該子会社株式等を売却した企業の個別
財務諸表における処理については、次の理由から、税効
果適用指針第17項の取扱い（当該売却損益に係る一時
差異について、税効果適用指針第8項及び第9項に従っ
て繰延税金資産又は繰延税金負債を計上する）を見直さ
ないこととされた（改正税効果適用指針第143-2項）。
●当該子会社株式等の売却により将来加算一時差異が生
じているにもかかわらず繰延税金負債を計上しない取
扱いは、一部の場合を除き、一律に繰延税金負債を計
上する税効果適用指針の取扱いに対する例外的な取扱
いとなるため、その適用範囲は限定することが考えら
れる。

● 個別財務諸表においては、連結財務諸表とは異なり、
売却損益が消去されないことから、税金費用を計上し
ないこととした場合には税引前当期純利益と税金費用
との対応関係が図られないこととなると考えられる。

4.ﾠ 適用時期及び経過措置
（1）適用時期等
早期適用の場合を除き、2024年4月1日以後開始する

事業年度の期首（12月決算会社では2025年12月期の
期首）から適用することとされている（改正法人税等会
計基準第20-2項及び第42項並びに改正税効果適用指針
第65-2項（1）及び第162項）。
また、本会計基準等の適用によりこれまでの会計処理

と異なることとなる場合、会計基準等の改正に伴う会計
方針の変更として取り扱い、原則として、新たな会計方
針を過去の期間のすべてに遡及適用する（改正法人税等
会計基準第20-3項及び第43項並びに改正税効果適用指
針第65-2項（2）及び第163項）。
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（2）経過措置
①　その他の包括利益に対して課税される場合の法人税
等の計上区分
その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等
の計上区分に関する改正（子会社に対する投資を売却し
た時の親会社の持分変動による差額に対する法人税等及
び税効果の改正を含む）については、経過的な取扱いと
して、会計方針の変更による累積的影響額を適用初年度
の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額
を資本剰余金、評価・換算差額等又はその他の包括利益
累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新た
な会計方針を適用することができる（改正法人税等会計
基準第20-3項ただし書き及び第43項並びに改正税効果
適用指針第65-2項（2）ただし書き及び第163項（1））。

（結論の背景）
経過的な取扱いを定めるにあたり、例えば、過年
度にその他の包括利益に対して課税され、その後、
当期までの期間にその他の包括利益のリサイクリン
グが行われていない場合、会計方針の変更によっ
て、その他の包括利益に対して課された税額をその
他の包括利益累計額とする必要があることから、過
年度に生じた取引等についての会計方針の変更によ
る累積的影響が生じる。このような場合において、
仮に当該累積的影響額を当期の財務諸表に反映しな
いこととした場合、将来のリサイクリングを行う期
間において、リサイクリング部分についての法人
税、住民税及び事業税等の額が損益に計上されない
ことから、当該期間における税引前当期純利益と税
金費用の対応関係が図られないこととなる。
そのため、過年度に生じた取引等についての累積
的影響額を当期の財務諸表に反映させることが考え
られるが、これは、新たな会計方針を過去の期間に
遡及適用しない場合でも、当該累積的影響額を当期
の財務諸表の期首時点の純資産の部に反映すること
によって達成されると考えられる。
また、このような累積的影響額については、原則
として、過年度において課税されたその他の包括利
益の金額に、当該年度の法定実効税率を乗じて算定
することになるが、このような情報は、過去の実績
値であり、また、重要性が乏しい場合には、損益に
計上することができることとしていることから、情
報の入手が可能な場合は多いと考えられる（改正法
人税等会計基準第43項）。

②　グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等
の売却に係る税効果
グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の
売却に係る税効果については、特段の経過的な取扱いは
定められていない（改正税効果適用指針第163項（2））。

（結論の背景）
連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生

じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸
表における取扱いの見直しに関連する改正は、適用
される取引について、売却元企業の税務申告書にお
いて譲渡損益調整勘定等として記載されているた
め、遡及適用が必要となる過去の期間における対象
取引の把握は可能であると考えられる。また、その
会計処理については、購入側の企業における再売却
等についての意思の有無により判断することになる
が、この点についても、過去の連結財務諸表におけ
る子会社等に対する投資に係る一時差異への税効果
会計の適用において、当該意思について一定の判断
がなされていたと考えられる。したがって、過去の
期間への遡及適用が困難となる可能性は低いと考え
られることから、改正税効果適用指針の適用におい
ては、特段の経過的な取扱いを定めないこととされ
た（改正税効果適用指針第163項（2））。

5.ﾠ 2025年3月期決算の開示に関する留意
事項

（1）会計方針の変更
本会計基準等の適用初年度においては、会計基準等の

改正に伴う会計方針の変更として取り扱い、その変更の
内容等について注記を要する。その他の包括利益に対し
て課税される場合の法人税等の計上区分に関する改正と
グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売
却に係る税効果に関する改正とで経過措置の取扱いが異
なるため、それぞれ分けて変更の内容等を注記すること
が考えられる。

（2）その他の包括利益の開示に関する取扱い
改正前の包括利益会計基準では、包括利益計算書にお

けるその他の包括利益の内訳項目は税効果を控除した後
の金額で表示するとともに、内訳項目別の税効果の金額
を注記することとされていた。この点、改正包括利益会
計基準においては、その他の包括利益の開示に関する取
扱いとして、包括利益計算書におけるその他の包括利益
の内訳項目から控除する「税効果の金額」及び包括利益
計算書関係注記の内訳項目別の「税効果の金額」が、
「その他の包括利益に関する、法人税その他利益に関連
する金額を課税標準とする税金及び税効果の金額」に改
正されている（改正包括利益会計基準第8項）。
なお、公開草案においては、「税効果の金額」を「税

金費用の金額」とすることが提案されていたが、その他
の包括利益に関する法人税等及び税効果に対して、「税
金費用」という用語を使用した場合、「税金費用」の用
語が意味する範囲を広げることとなり、IFRS会計基準
における「税金費用」の範囲と異なることになるのでは
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ないかとの意見が聞かれた（第486回企業会計基準委員
会（2022年9月6日開催）審議事項（3）-2-1-2）。そこ
で、本会計基準等では「税金費用」という用語は用いな
いこととされ、上記の取扱いに変更されている。

（結論の背景）
改正法人税等会計基準において、法人税等を、損

益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上
することとされたことから、税効果のみならず、法
人税等についてもその他の包括利益に計上すること
となる。
ここで、法人税等についても、その他の包括利益

に関する税金に係る項目である点は税効果と同様で
あることから、改正包括利益会計基準においては、
法人税等を含むその他の包括利益に関する法人税等
及び税効果全体について、その他の包括利益の内訳
項目から控除するとともに、注記の対象とすること
とされた（改正包括利益会計基準第30-2項）。

Ⅱ　 実務対応報告第46号「グローバ
ル・ミニマム課税制度に係る法
人税等の会計処理及び開示に関
する取扱い」及び補足文書並び
に改正実務対応報告第44号「グ
ローバル・ミニマム課税制度に
係る税効果会計の適用に関する
取扱い」

ASBJは、2024年3月22日に、次の実務対応報告等を
公表した。
● 実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制
度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱
い」（以下「実務対応報告第46号」という）

●実務対応報告第46号に関する補足文書「グローバル・
ミニマム課税制度に係る法人税等に関する見積りにつ
いて」（以下「補足文書」といい、実務対応報告第46
号及び補足文書を合わせて「実務対応報告第46号等」
という）

● 改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課
税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（以
下「改正実務対応報告第44号」という）

1.ﾠ 公表の経緯
2021年10月に経済協力開発機構（OECD）/主要20

6　 この点、2024年12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正の大綱において、グローバル・ミニマム課税への対応と
して、以下が示されている。

ﾠ　 ● 　軽課税所得ルールに対応するため、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税（仮称）の創設等を行う。
ﾠ　 ● 　国内ミニマム課税に対応するため、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税（仮称）の創設等を行う。

か国・地域（G20）の「BEPS包摂的枠組み（Inclusive 
Framework on Base Erosion and Profit Shifting）」
において、当該枠組みの各参加国によりグローバル・ミ
ニマム課税について合意が行われた。
これを受けて、我が国においても国際的に合意された

グローバル・ミニマム課税のルールのうち所得合算ルー
ル（IIR）に係る取扱いが2023年3月28日に成立した
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和5年法律第3
号）（以下「令和5年法律第3号」という）において定め
られ、2024年4月1日以後開始する対象会計年度から適
用することとされている。
これは、一定の要件を満たす多国籍企業グループ等の

国別の利益に対して最低15%の法人税を負担させるこ
とを目的とし、当該課税の源泉となる純所得（利益）が
生じる企業と納税義務が生じる企業が相違する新たな税
制（グローバル・ミニマム課税制度）とされている。現
行の法人税等会計基準及び税効果適用指針等では、この
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等（当期税
金）及び当該法人税等に関する税効果会計についてどの
ように取り扱うかが明らかでないとの意見が聞かれたこ
とから、ASBJで審議が行われた。
まず、税効果会計の取扱いについては、2023年3月

に実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に
対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関す
る当面の取扱い」（以下「2023年実務対応報告第44号」
という）において当面の取扱いが公表された。
その後、ASBJにおいて、グローバル・ミニマム課税

制度に係る法人税等（当期税金）の取扱いについて審議
が行われ、2024年3月において、法人税等（当期税金）
の取扱いである実務対応報告第46号等が公表された。
さらに、法人税等（当期税金）の取扱いの審議と並行

して、グローバル・ミニマム課税制度適用後の税効果会
計の取扱いについても審議が行われた。その経緯は以下
のとおりである。
我が国においては、グローバル・ミニマム課税制度を

導入するための法人税法の改正は数年にわたって行われ
る予定であり、令和6年度の税制改正において所得合算
ルール（IIR）に係る取扱いの見直しが行われた。また、
軽課税所得ルール（UTPR）に係る取扱い及び国内ミニ
マム課税（QDMTT）に係る取扱いについては今後の税
制改正での法制化が予定されている6ものの、国際会計
基準審議会（IASB）が2023年5月に公表した「国際的
な税制改革－第2の柱モデルルール（IAS第12号の修正）」
（以下「修正IAS第12号」という）では、所得合算ルー
ル（IIR）のみならず、軽課税所得ルール（UTPR）及び
国内ミニマム課税（QDMTT）も含めて、第2の柱モデ
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ルルールの適用から生じる繰延税金資産及び繰延税金負
債を認識しないこととしている。このため、ASBJにお
いても、所得合算ルール（IIR）に係る取扱いのみなら
ず、軽課税所得ルール（UTPR）及び国内ミニマム課税
（QDMTT）等の取扱いが今後法制化された場合のこれ
らの取扱いも含めたグローバル・ミニマム課税制度に係
る税効果会計の取扱いについて定める必要が生じてい
た。そこで、ASBJにおいて審議が行われ、実務対応報
告第46号等の公表と同時に、改正実務対応報告第44号
が公表された（改正実務対応報告第44号第7-3項）。

2.ﾠ  グローバル・ミニマム課税制度の概要
及び特徴

（1）グローバル・ミニマム課税制度の概要
グローバル・ミニマム課税は、法人税の国際的な引下

げ競争に歯止めをかけ、税制面における企業間の公平な
競争条件を確保するため、国際的に合意されたものであ
り、その課税ルールには【図表2】のルールがある。

【図表2　グローバル・ミニマム課税のルール】

ルール 内容 

所得合算ルール（IIR） 軽課税国にある子会社等の税負担が基準税率（15%）に至るまで親会社の国で課税

軽課税所得ルール（UTPR） 軽課税国にある親会社等の税負担が基準税率（15%）に至るまで子会社等の国で課税 

国内ミニマム課税（QDMTT） 自国に所在する事業体の税負担が基準税率（15%）に至るまで課税。自国に所在する事
業体の実効税率が15%未満の場合に、他国において上乗せ課税されるのを防ぐため、各
国が導入できる制度

（出典） 企業会計基準委員会研究員による解説「◇公表基準等の解説◇実務対応報告第46号『グローバル・ミニマム課税制度に係る法人
税等の会計処理及び開示に関する取扱い』等の概要」の図1

前述のとおり、このうち、所得合算ルール（IIR）に
係る取扱いが令和5年法律第3号によりグローバル・ミ
ニマム課税制度として法制化されている。

（2）グローバル・ミニマム課税制度の特徴
実務対応報告第46号では、グローバル・ミニマム課
税制度における、①申告及び納付期限、②対象範囲の判
定、③個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額等の
算定に関する特徴を踏まえて、後述する会計処理及び開
示が定められている。それぞれの特徴の詳細は、以下の
とおりである。

①　申告及び納付期限
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等につい
ては、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3か月（グ
ローバル・ミニマム課税制度に関する申告書を最初に提
出すべき場合には1年6か月）以内に申告書を提出しな
ければならないとされ、当該申告期限までに納付するこ
とが求められている（実務対応報告第46号BC2項）。

②　対象範囲の判定
グローバル・ミニマム課税制度は、国別実効税率が

15%を下回る場合に基準税率15%に至るまで追加的に
課税を行うことを主要な定めとするものであるため、国
別にグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の課
税の対象となる子会社等を判定することが求められてい
る。当該対象範囲の判定にあたっては、主に次のような
特徴があると考えられる（実務対応報告第46号BC3項）。
i． 国別実効税率は、各国の税額控除等を反映した後の
税率であることから、当該国の法定実効税率が15%

以上となる場合であっても、グローバル・ミニマム
課税制度に係る法人税等が課せられることがある。
そのため、対象範囲の判定にあたって、当該国の法
定実効税率のみに基づき判断することができず、ⅱ
の情報を収集することが求められる。

ii． グローバル・ミニマム課税制度の対象範囲の判定を
行うに際しては、恒久的施設等及び特殊な会社等
（共同支配会社等、被少数保有構成会社等及び各種投
資会社等）に関する国別の情報（会計数値及びグ
ローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の算定
に使用する会計数値以外の個別計算所得等の金額や
調整後対象租税額の算定に使用する調整項目に関す
る情報等）を入手することが求められる。

③　個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額等の算
定
個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額等の算定

に際しては、主として次のような特徴があると考えられ
る（実務対応報告第46号BC4項）。
i． 各構成会社等の個別計算所得等の金額は、当該構成
会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に一
定の調整を行い算定されるが、当該調整項目につい
ては、例えば、適格給付付き税額控除額の調整等、
各構成会社等の所在地国の税制の理解が必要となる
場合がある。また、例えば、恒久的施設等がある場
合には、当該恒久的施設等の単位で個別計算所得等
の金額を算定することとなるため、子会社等から恒
久的施設等の金額を切り分ける必要がある。さらに、
各調整項目の影響が重要か否かは項目ごとに一律で
はなく、各構成会社等により異なると考えられる。

ii． 国別実効税率の算定の基礎となる調整後対象租税額
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は、会計上の法人税、住民税及び事業税等並びに法
人税等調整額の合計額に一定の調整を加えて算定さ
れるが、当該金額は、対象会計年度終了の日から3
年以内に支払われることが見込まれない法人税、住
民税及び事業税等や対象会計年度終了の日から5年
以内に支払われることが見込まれない部分の繰延税
金負債に係る法人税等調整額の調整などが求められ
ている。また、調整後対象租税額の算定にあたって
も、国別に切り分けた情報や、各構成会社等の所在

7　 本稿は2025年3月期の期末決算の会計処理に関する留意事項の解説であるため、四半期（連結）財務諸表及び中間（連結）
財務諸表の取扱いは省略している。

地国の税制の理解が必要になる。

3.ﾠ 実務対応報告第46号及び改正実務対応
報告第44号の概要
実務対応報告第46号及び改正実務対応報告第44号の

会計処理及び開示の概要は、以下【図表3】のとおりで
ある7。

【図表3　実務対応報告第46号及び改正実務対応報告第44号の会計処理及び開示の概要】

会計処理 開示（表示及び注記事項）

連結財務諸表
個別財務諸表
（実務対応報告第46号
第6項及び改正実務対
応報告第44号第3項）

【法人税等】
グローバル・ミニマム
課税制度に係る法人税
等については、対象会
計年度となる年度にお
いて、財務諸表作成時
に入手可能な情報に基
づき当該法人税等の合
理的な金額を見積り、
損益に計上する
【税効果会計】
グローバル・ミニマム
課税制度の影響を反映
しない

連結貸借対照表
個別貸借対照表
（実務対応報告第46号第8項）

1年内：流動負債
未払法人税等などその内容を示す科
目をもって表示する
1年超：固定負債
長期未払法人税等などその内容を示
す科目をもって表示する

連結損益計算書
（実務対応報告第46号第9項
及び第10項）

「法人税等」*を示す科目に表示し、
重要な場合には当該金額を注記する

個別損益計算書
（実務対応報告第46号第11項
及び第12項）

「法人税等」*を表示した科目の次に、
その内容を示す科目をもって区分し
て表示するか、「法人税等」に含めて
表示し、当該金額を注記する
ただし、重要性が乏しい場合、「法人
税等」に含めて表示し、当該金額の
注記は要しない

*　「法人税等」は、法人税、地方法人税、住民税及び事業税（所得割）を示す科目をいう。

（1 ）連結財務諸表及び個別財務諸表における会
計処理
グローバル・ミニマム課税制度については、上記2（2）
に記載のとおり、申告及び納付期限が各対象会計年度終
了の日の翌日から1年3か月（グローバル・ミニマム課
税制度に関する申告書を最初に提出すべき場合には1年
6か月）以内とされており、通常の法人税等の申告期限
の翌事業年度での申告が認められている。
また、2023年実務対応報告第44号の公開草案に対し
て、税効果会計のみならず、グローバル・ミニマム課税
制度に係る法人税等の見積りにおいても困難が想定され
ることから、当該金額の見積りに関する当面の取扱い又
は見積りに関する具体的な指針を示すことを求める意見
が寄せられていた。
上記を踏まえ、①法人税等の計上時期及び②見積りに
関する取扱いについて検討が行われた結果、グローバ
ル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、対象
会計年度となる連結会計年度及び事業年度において、財
務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の

合理的な金額を見積り、損益に計上することとされてい
る（実務対応報告第46号第6項）。ここで、見積りに関
する取扱いについては、企業が当事業年度の財務諸表作
成時に入手可能な情報に基づき見積った金額と翌事業年
度の見積金額又は確定額との間に差額が生じる場合があ
るが、この場合に関して実務対応報告第46号では、各
事業年度において財務諸表作成時に入手可能な情報に基
づき当該法人税等の合理的な金額を見積っている限り、
当該差額は誤謬にはあたらず、当期の損益として処理す
ることになるという考え方を示している（実務対応報告
第46号BC11項）。

（結論の背景）
①　法人税等の計上時期
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等に

ついては、多国籍企業グループ等の当連結会計年度
（対象会計年度）の連結財務諸表を構成する会社等
の国別の純所得（利益）に基づいて算定されるもの
である。そのため、連結財務諸表において当連結会
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計年度以外の年度に計上することは、税金等調整前
当期純利益と、グローバル・ミニマム課税制度に係
る法人税等を含めた法人税、住民税及び事業税等と
が対応しないことから、適切ではないと考えられ
る。
また、個別財務諸表においては、親会社等の所得

（利益）に対する税には直接的には該当しないもの
の、納税義務を生じさせる事象が対象会計年度とな
る当事業年度において生じている。
そのため、グローバル・ミニマム課税制度に係る
法人税等については、対象事業年度となる連結会計
年度及び事業年度において当該法人税等の額を見積
り、損益に計上することとした（実務対応報告第
46号BC6項からBC8項）。

②　見積りに関する取扱い
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の
見積りについては、グローバル・ミニマム課税制度
の特徴を踏まえて、対象会計年度となる連結会計年
度及び事業年度の決算時において、対象範囲の判定
や個別計算所得等の金額等の算定にあたって必要な
情報を適時に入手し、当該金額を算定することは困
難である場合があるとの意見が聞かれた。そのた
め、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、当
該法人税等の合理的な金額を見積り計上することと
されるとともに、財務諸表の作成時点において一部
の情報の入手が困難な場合の見積りに関する次の考
え方を示すこととした（実務対応報告第46号BC9
項からBC11項）。
➣　 特にグローバル・ミニマム課税制度の適用初年
度については、従来情報を入手していない各構
成会社等からの情報や国別報告事項等の必要な
情報を適時かつ適切に入手する体制の構築等が
困難な場合があると想定されるが、その場合は
財務諸表の作成時点で入手可能な対象会計年度
に関する情報に基づきグローバル・ミニマム課
税制度に係る法人税等を見積ることとなる。

➣　 適用初年度の翌年度以降は、入手可能となる情
報が増加し、より精緻な見積りが可能となると
考えられる。

➣　 企業が当事業年度の財務諸表作成時に入手可能
な情報に基づき見積った金額と翌事業年度の見
積金額又は確定額との間に差額が生じる場合が
あるが、各事業年度において財務諸表作成時に
入手可能な情報に基づきグローバル・ミニマム
課税制度に係る法人税等の合理的な金額を見
積っている限り、当該差額は誤謬にはあたら

8　 2023年11月15日に改正された「企業会計基準及び修正国際基準の開発に係る適正手続に関する規則」第12条では、「企
業会計基準等の補足文書は企業会計基準等を追加又は変更するものではなく、企業会計基準等の適用にあたって参考とな
る文書である。委員会が公表する企業会計基準等の補足文書は、企業会計基準等の一部であると誤解されないようにす
る。」とされている。

ず、当期の損益として処理することになると考
えられる。また、会計上の見積りの変更にあ
たって、当該差額に重要性がある場合には、会
計上の見積りに関する注記を行うこととなると
考えられる。

（2）見積りに関する補足文書
実務対応報告第46号の見積りに関する定めに関連し

て、実務に資するための情報を提供することを目的とし
た補足文書があわせて公表されている。

①　補足文書の位置づけ
上記3（1）（結論の背景）②に記載のとおり、グローバ

ル・ミニマム課税制度の適用初年度については、必要な
情報を適時かつ適切に入手する体制の構築等が困難な場
合があると想定されている。
この点、企業の状況により入手可能な情報とそれに基

づく見積りは異なると考えられるため、実務対応報告第
46号においては見積りに関する具体的な指針を示さず、
適用初年度において情報の入手が困難な場合に考えられ
る見積りの一例を示すことで、関係者の理解を深め、実
務において当該見積りを行うための手掛かりを与えるこ
とを目的として、ASBJは補足文書を作成し公表した（補
足文書第10項）。
また、補足文書は、企業会計基準等を追加又は変更す

るものではなく、企業会計基準等の適用にあたって参考
となる文書である（補足文書第2項）8。

②　情報の入手が困難な場合の会計上の見積りの例－適
用初年度
適用初年度において財務諸表作成時に入手可能な情報

に基づくグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等
の合理的な金額の見積りが限定的な情報に基づく場合の
例示として、次の状況を示している（補足文書第12項）。
➣　 対象範囲の判定に際して、従来の連結財務諸表の作
成にあたって入手していない国別報告事項に関する
情報や恒久的施設等及び特殊な会社等からの情報を
適時に入手することができない場合には、従来の連
結財務諸表の作成にあたって入手している子会社等
の情報のみに基づき国別実効税率を算定する等の方
法により対象範囲の判定を行う。

➣　 子会社等におけるグローバル・ミニマム課税制度に
係る法人税等の算定に際して、個別計算所得等の金
額、調整後対象租税額並びに給与適用除外額及び有
形資産適用除外額の算定において必要な情報につい
て、従来の連結財務諸表の作成にあたって入手して
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おらず対象会計年度となる連結会計年度及び事業年
度の決算時において適時に入手することができない
場合には、従来の連結財務諸表の作成にあたって入
手している子会社等の会計数値に基づき当該金額を
見積る。

なお、上記の見積りの例は、適用初年度において従来
の財務諸表の作成にあたって入手している以上の情報を
入手できない場合に考えられる見積りの一例であり、グ
ローバル・ミニマム課税制度の適用初年度における当該
制度に係る法人税等の合理的な見積りの方法は、これら
に限られるものではない点に留意が必要である（補足文
書第13項）。

③　情報の入手が困難な場合の会計上の見積りの例－適
用初年度の翌年度以降
適用初年度の翌年度以降は、適用初年度に比べればグ
ローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の申告に向
けて情報を入手する体制がより強化され、実績値の把握
等によって、入手可能となる情報が増加することがある
と考えられるが、グローバル・ミニマム課税制度の特徴
を踏まえると、対象範囲の判定や個別計算所得等の金額
等の算定にあたって必要な情報を適時かつ適切に入手す
ることが困難である場合があると考えられる。このよう
な場合には、適用初年度の翌年度以降においても、適用
初年度における例を参考とすることが考えられる（補足
文書第14項）。

（3）税効果の会計処理
所得合算ルール（IIR）に係る取扱いが令和5年法律第

3号において定められたことに対応して公表された
2023年実務対応報告第44号では、当面の間、税効果会
計の適用にあたっては、税効果適用指針の定めにかかわ
らず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しな
い取扱いが定められていた（改正実務対応報告第44号
第3項及び第9項から第13項）。
改正実務対応報告第44号では、所得合算ルール（IIR）
に係る取扱いのみならず、今後の税制改正により法制化
される予定の軽課税所得ルール（UTPR）及び国内ミニ
マム課税（QDMTT）等の取扱いも含めて、国際的な動
向等に変化が生じない限り、税効果会計の適用にあたっ
ては、税効果適用指針の定めにかかわらず、グローバ
ル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととする取
扱いを継続することとしている（改正実務対応報告第
44号第3項及び第15-5項）。

（結論の背景）
2023年実務対応報告第44号では、グローバル・

ミニマム課税制度に係る税効果会計の会計処理につ
いて、同第11項（1）から（3）に記載した点（グロー
バル・ミニマム課税制度の適用によって、企業が、
既存の税法の下で認識した繰延税金資産及び繰延税
金負債を見直す必要があるかどうか、上乗せ税額を

加味すると、税効果会計に使用する税率がどのよう
な影響を受けるか及びグローバル・ミニマム課税制
度に基づき、追加的な一時差異を認識すべきかどう
か）が明らかではないと考えられることに加え、グ
ローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の取
扱いについては、実務上の負担も想定されるとして
いた（同第12項）。軽課税所得ルール（UTPR）及
び国内ミニマム課税（QDMTT）もグローバル・ミ
ニマム課税を構成するルールであることから、こう
した状況は変わらないものと考えられる（改正実務
対応報告第44号第15-3項）。
また、IASBが2023年5月に公表した修正IAS第

12号では、IAS第12号の要求事項からの一時的な
例外として、第2の柱モデルルールの適用から生じ
る繰延税金資産及び繰延税金負債について、企業は
認識することもそれらに関する情報を開示すること
もしてはならないとしており、所得合算ルール
（IIR）に係る取扱いのみならず、軽課税所得ルール
（UTPR）及び国内ミニマム課税（QDMTT）も含め
て、第2の柱モデルルールの適用から生じる繰延税
金資産及び繰延税金負債を認識しないこととしてい
る。さらに、IASBは、修正IAS第12号における一
時的な例外をどれだけ長く残すのかは定めないこと
を決定している。このため、今後の税制改正により
法制化される予定の軽課税所得ルール（UTPR）及
び国内ミニマム課税（QDMTT）等の取扱いも含め
て、税効果会計の適用にあたっては、税効果適用指
針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税
制度の影響を反映しないことで、当該取扱いが現時
点の国際的な会計基準における取扱いと整合するこ
ととなる（改正実務対応報告第44号第15-4項）。

（4）開示
①　連結貸借対照表及び個別貸借対照表における未払法
人税等の表示
グローバル・ミニマム課税制度に係る未払法人税等の

うち、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて支
払の期限が到来するものは、連結貸借対照表及び個別貸
借対照表の固定負債の区分に長期未払法人税等などその
内容を示す科目をもって表示する（実務対応報告第46
号第8項）。

（結論の背景）
法人税等会計基準第11項では、法人税、住民税

及び事業税等のうち納付されていない税額は、貸借
対照表の流動負債の区分に、未払法人税等などその
内容を示す科目をもって表示することとしている。
これは、通常の法人税等の申告及び納付期限（原則
として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内）
を前提として流動負債の区分に表示するものである
と考えられる。
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一方、グローバル・ミニマム課税制度の申告及び
納付期限は、各対象会計年度終了の日の翌日から1
年3か月又は1年6か月以内となり、1年を超えるこ
とから、グローバル・ミニマム課税制度に係る未払
法人税等を流動負債の区分に表示すべきか否かが問
題となる。
この点、未払法人税等は、営業活動のみならず、
投資活動及び財務活動を含めた企業活動の成果であ
る利益を課税標準とする法人税、住民税及び事業税
等の債務であり、企業の主たる営業取引により発生
した債務には該当しないと考えられる。
そのため、支払期限が貸借対照表日の翌日から起
算して1年を超えるかどうかに基づき流動負債と固
定負債を分類することが適当であると考えられる
（実務対応報告第46号BC15項及びBC16項）。

②　連結損益計算書における法人税等の表示
連結損益計算書において、グローバル・ミニマム課税
制度に係る法人税等は、法人税、地方法人税、住民税及
び事業税（所得割）を示す科目（法人税等会計基準第2
項なお書き及び第9項）に表示し、グローバル・ミニマ
ム課税制度に係る法人税等が重要な場合は、当該金額を
注記する（実務対応報告第46号第9項及び第10項）。

（結論の背景）
我が国におけるグローバル・ミニマム課税制度
は、軽課税国に所在する子会社等の税負担が国際的
に合意された最低税率に至るまで親会社等の所在す
る我が国で課税を行う制度であり、子会社等におい
て当該子会社等の所在地国の税率に基づいて法人税
等が計上され、さらに親会社等において基準税率
（15%）と子会社等の所在地国の税率との差に基づ
いて、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税
等が計上される。
これにより、その合計が連結財務諸表における税
金等調整前当期純利益に対するグローバル・ミニマ
ム課税制度の基準税率（15%）に相当する法人税
等として計上されることとなる。
そのため、連結財務諸表における税金等調整前当
期純利益とグローバル・ミニマム課税制度に係る法
人税等との対応関係の観点から、連結損益計算書に
おいては、グローバル・ミニマム課税制度に係る法
人税等は、法人税、地方法人税、住民税及び事業税
（所得割）を示す科目に表示することとしている。
この点、公開草案に対して寄せられたコメントで
は、IFRS会計基準との比較可能性を重視すべきで
あるとの意見や、他の法人税等に比して不確実性が
高いと考えられることから、重要な場合には区分表
示又は注記をすることで有用な情報が提供されると
の意見が聞かれた。
　グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等

は、他の法人税等より不確実性が高いと考えられる
ことから、連結財務諸表において注記を行うことに
より有用な情報が提供されると考えられる一方、通
常の法人税等の計算とは別に算定し金額を把握して
いるため注記に関する追加的なコストが大きくない
と考えられる。したがって、情報の有用性及びコス
トを勘案し、グローバル・ミニマム課税制度に係る
法人税等が重要な場合は、当該金額の注記を求める
こととした（実務対応報告第46号BC17項から
BC23項）。

③　個別損益計算書における法人税等の表示
個別損益計算書においては、グローバル・ミニマム課

税制度に係る法人税等は、重要性が乏しい場合を除き、
法人税、地方法人税、住民税及び事業税（所得割）を表
示した科目の次にその内容を示す科目をもって区分して
表示するか、法人税、地方法人税、住民税及び事業税
（所得割）に含めて表示し当該金額を注記する（実務対
応報告第46号第11項及び第12項）。

（結論の背景）
グローバル・ミニマム課税制度は、課税の源泉と

なる純所得（利益）が生じる企業と納税義務が生じ
る企業が相違する制度であることから、当該制度に
係る法人税等は納税義務が生じる親会社等の所得
（利益）に対する税には直接的には該当しない。
しかしながら、連結損益計算書において法人税等

として計上することを考慮した場合、連結財務諸表
と個別財務諸表とで表示区分が異なることが必ずし
も財務諸表利用者に理解しやすい情報を提供しない
と考えられたため、個別財務諸表における表示につ
いて、連結財務諸表における表示と合わせることと
した（実務対応報告第46号BC24項及びBC25項）。

④　税効果の開示
2023年実務対応報告第44号では、特別な開示を求め

ないこととしており（改正実務対応報告第44号第16
項）、改正実務対応報告第44号において当該取扱いは改
正されていない。

（5）適用時期
①　法人税等（当期税金）の取扱い
グローバル・ミニマム課税制度は2024年4月1日以後

開始する対象会計年度から適用されることから、実務対
応報告第46号についても2024年4月1日以後開始する
連結会計年度及び事業年度の期首から適用する（実務対
応報告第46号第14項及びBC32項）。

②　税効果会計の取扱い
改正実務対応報告第44号は、公表日（2024年3月22
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日）以後適用することとしている（改正実務対応報告第
44号第4-2項）。

Ⅲ　 防衛特別法人税（仮称）の創設
による法定実効税率への影響

ASBJは、令和7年度税制改正において創設が予定され
ている防衛特別法人税について、主として2025年3月
31日に決算日を迎える企業の税効果会計に関する取扱
いを明らかにするため、2025年2月20日に、補足文書
「2025年3月期決算における令和7年度税制改正におい
て創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱
いについて」を公表した。

2025年2月4日に国会に提出された防衛特別法人税に
係る規定を含む「所得税法等の一部を改正する法律」
（以下「改正税法」という）の法案によれば、防衛特別
法人税が、法人税額から500万円を控除した額を課税標
準とする税率4％の新たな付加税として創設され、
2026年4月1日以後に開始する事業年度から課される予

9　 防衛特別法人税の課税標準の計算において法人税額から基礎控除額として500万円を控除することが予定されているが、
この算式においては考慮されていない。

10ﾠ なお、改正税法が成立する日よりも前に決算日を迎える会社においても、決算日後に税率の変更があった場合には、その
内容及びその影響を注記することとされている（税効果会計基準第四 4）ため留意を要する。

定とされている。
繰延税金資産及び繰延税金負債の額は、決算日におい

て国会で成立している税法に規定されている方法に基づ
き計算する必要がある（税効果適用指針第44項）。改正
税法が2025年3月31日までに国会で成立した場合には、
3月決算会社であれば、税効果会計の適用における
2026年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込ま
れる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計
算に際して、防衛特別法人税の影響を反映する必要があ
る。
防衛特別法人税については、税効果適用指針第46項

に掲げる税金には明示されていないものの、法人税に対
する付加税として課されるものであるため、法人税その
他利益に関連する金額を課税標準とする税金である法人
税等（税効果適用指針第4項（2））に該当すると考えら
れる。そこで、具体的には、以下の算式により法定実効
税率を算定することが税効果適用指針の趣旨に適うと考
えられることが補足文書において示されている9（同補足
文書第10項から第13項）。

法定実効税率＝
法人税率×（1＋地方法人税率＋防衛特別法人税率＋住民税率）＋事業税率＋事業税率（標準税率）×特別

法人事業税率
1＋事業税率＋事業税率（標準税率）×特別法人事業税率

また、税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負
債の金額を修正したときは、その旨及び修正額を注記す
ることとされているため（企業会計審議会「税効果会計
に係る会計基準」（以下「税効果会計基準」という）第
四 3）、会計処理のみならず開示への影響についても留
意する必要がある10。

Ⅳ　移管指針の概要
2024年7月1日に、JICPAが過去に公表した一部の実
務指針及びQ＆A（以下「実務指針等」という）の所管
がASBJに移されており、ASBJは同日に、移管に関する
経緯等の内容を全般的に定めた移管指針「移管指針の適
用」（以下「移管指針の適用」という）を公表している。
移管の主な内容は以下のとおりである。
● 会計に関する指針のみを扱う14本の実務指針等のみ
が今回の移管対象であり、「移管指針」としてASBJに
引き継がれている。

●実務指針等の所管をJICPAからASBJに移すことを主た

る目的とし、移管により実務を変更しないことを意図
しているため、基本的には文書単位でそのままの形で
移管することを原則としている（移管指針の適用の
「公表にあたって」）。
●実務指針等の名称を移管指針の体系に合わせるように
変更することを除き、移管前の実務指針等の内容を変
更していないため、会計方針の変更に関する注記を要
しないこととしている（移管指針の適用第4項及び
BC13項）。
このように、移管前の実務指針等の内容を変更してい

ないため、会計処理への影響は想定されない。一方、注
記事項への影響としては、「実務指針等の名称」は変更
していないが、「委員会名」及び「連番」（〇〇委員会報
告第〇号）は変更されているため、注記において移管さ
れた実務指針等の名称等について言及する場合には注意
を要すると考えられる。

以　上
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金融庁は、「金融商品取引法施行令の一部を改正
する政令（案）」等に対する意見募集を行い、2025
年2月21日に結果を公表した。

■　 改正の概要
金融審議会ﾠ市場制度ワーキング・グループ・資

産運用に関するタスクフォース報告書（2023年12
月公表）における提言を踏まえ、スタートアップ等
への資金供給や投資家のリスク負担能力に応じた多
様な投資商品の提供を促進するため、関連する政府
令等の整備を行うものとされている。
主な改正の内容は以下のとおりである。

1.ﾠ 開示規制の見直し
（1）株式報酬に係る開示規制の見直し
・ 有価証券届出書の提出に代えて、臨時報告書の提
出をもって募集又は売出しを行うことができる特
例制度（臨報特例）について、譲渡制限付株式
（RS）に係る譲渡制限期間の見直しを行う。
・ 臨報特例が適用される募集又は売出しの相手方の
範囲を発行会社の完全子会社・完全孫会社以外の
子会社の役員・従業員まで拡大する。

・ 事後交付型株式（RSU）に係る募集又は売出し
についても、臨報特例が適用されることを明確化
する。

（2 ）インターネットを利用した特定投資家
私募における情報提供の範囲の拡大

・ 有価証券の取得者を特定投資家に限定するための
合理的措置がとられていることを前提に、特定投
資家以外の者に対するインターネット等による情
報提供ができるようにする。

（3 ）少額募集の有価証券届出書における開
示内容の簡素化

・ 記載すべき財務諸表を、比較情報を含む最近事業
年度の単体財務諸表のみとし、監査対象期を直近
の1期分に限定する。
・ サステナビリティ情報の記載を任意化する。
・ 事業の内容、発行する株式の状況、コーポレー
ト・ガバナンスに関する情報について会社法上の
事業報告と同程度の記載で可とする。

2.ﾠ 第一種少額電子募集取扱業務等の
範囲の見直し

● 第一種少額電子募集取扱業務等の範囲に関して、
主に以下の改正を行う。
　・ 発行価額の総額の上限を1億円未満から５億円
未満に引き上げる。

　・ 発行価額の総額の通算を（1）募集・少人数私
募と（2）適格機関投資家私募・特定投資家私
募に区分して行う方法とする。

　・ 投資家一人当たりの払込額の上限を50万円か
ら（1）純資産5％、（2）収入金額5％又は（3）
50万円のいずれか高い額（最大200万円）に
改正する。

　・ 相手方からの求めに応じて行う等の要件を満た
す音声通話による業務を可能とする。

3.ﾠ 投資法人による自己投資口の取得
禁止の緩和等

● その資産を主として非上場株券等資産に対する投
資として運用することを目的とする投資法人（ベ
ンチャーファンド）について、インサイダー取引
規制等の対象としたうえで、投資主との合意によ
り当該投資法人の投資口を有償で取得することが
できる旨を予め規約に定めた場合に、自己投資口

会計・監査

金融庁：「金融商品取引法施行令の一部を
改正する政令（案）」等に対するパブリッ
クコメントの結果等（スタートアップへ
の資金供給の促進関係）

『会計情報』編集部
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の取得を可能とする。

その他所要の改正を行うとされている。

■　 公布・施行日
本件に係る政令は、2025年2月18日に閣議決定、

2025年2月21日付で公布されており、同年2月25
日から施行されている。
本件に係る内閣府令は2025年2月21日付で公布
されており、一部を除き、ガイドラインと併せて、
同年2月25日から施行・適用されている。
（参考：新開示府令第三号様式記載上の注意（23）

b等の規定は、2025年3月31日以後に終了する事

業年度に事後交付型株式による株券の交付を行う場
合における同日以後に終了する事業年度に係る有価
証券報告書等から適用される。）

詳細については以下のウェブページを参照いただ
きたい。
　「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
（案）」等の改正案に対するパブリックコメントの結
果等について（スタートアップへの資金供給の促進
関係）：金融庁

以　上
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企業会計基準委員会（ASBJ）は、2025年2月20
日に補足文書「2025年3月期決算における令和7年
度税制改正において創設される予定の防衛特別法人
税の税効果会計の取扱いについて」を公表した。

「令和7年度税制改正の大綱」が2024年12月27
日に閣議決定され、防衛力強化に係る財源確保のた
めの税制措置の一環として防衛特別法人税（仮称）
の創設が掲げられている。防衛特別法人税に係る規
定を含む「所得税法等の一部を改正する法律」の法
案が、2025年2月4日に国会に提出され、2025年2
月20日現在、国会で審議中である。

ASBJは、令和7年度税制改正において創設が予定
されている防衛特別法人税について、主として
2025年3月31日に決算日を迎える企業の税効果会
計に関する取扱いを明らかにするため、補足文書
「2025年3月期決算における令和7年度税制改正に

おいて創設される予定の防衛特別法人税の税効果会
計の取扱いについて」を2025年2月20日に公表し
た。

本文書は企業会計基準、企業会計基準適用指針、
実務対応報告及び移管指針（以下「企業会計基準
等」という。）を追加又は変更するものではなく、
企業会計基準等の適用にあたって参考となる文書で
あるとされている。

詳細については、ASBJのウェブページ（補足文
書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正
において創設される予定の防衛特別法人税の税効果
会計の取扱いについて」の公表｜企業会計基準委員
会）を参照いただきたい。

以　上

会計・監査

ASBJ：補足文書「2025年3月期決算にお
ける令和7年度税制改正において創設さ
れる予定の防衛特別法人税の税効果会計
の取扱いについて」の公表
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企業会計基準委員会（ASBJ）は、2025年3月11
日に、実務対応報告公開草案第70号「非化石価値
の特定の購入取引における需要家の会計処理に関す
る当面の取扱い（案）」を公表した。

近年、多くの企業が脱炭素、低炭素化に向けた取
組みを活発化させており、当該取組みの1つとして
いわゆるバーチャル電力購入契約（Virtual Power 
Purchase Agreement）（以下「バーチャルPPA」
という。）により取得した非化石価値と別途調達す
る再生可能電力でない電力を組み合わせることで実
質的に再生可能電力を調達したのと同じ効果を得ら
れる手法がみられる。

今後も各企業の環境意識の高まりとともに、バー
チャルPPAの利用がさらに拡大することが見込まれ
る中、バーチャルPPAに関する会計上の取扱いが明
確ではないとして、2023年11月に公益財団法人財
務会計基準機構内に設けられている企業会計基準諮
問会議に対して、バーチャルPPAの需要家における
会計処理について検討するよう要望が寄せられた。

これを受けて、2024年7月に開催された第530
回企業会計基準委員会において、企業会計基準諮問

会議より、バーチャルPPAの会計処理に関して、標
記の「非化石価値の特定の購入取引における需要家
の会計処理に関する当面の取扱い（案）」（以下「本
公開草案」という。）の開発時点の我が国における
バーチャルPPAに関する実務を考慮してニーズの高
い領域について当面の取扱いを定めることがASBJ
に提言され、ASBJでは、バーチャルPPAにおいて
取引される非化石価値に係る需要家の会計処理に関
する当面の取扱いについて検討が重ねられてきた。

2025年3月4日開催の第542回企業会計基準委員
会において、本公開草案の公表が承認され、2025
年3月11日に公表されている。

本公開草案のコメント募集期間は、2025年5月
30日までとされている。

詳細については、ASBJのウェブページ（実務対
応報告公開草案第70号「非化石価値の特定の購入
取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱
い（案）」の公表｜企業会計基準委員会）を参照い
ただきたい。

以　上

会計・監査

ASBJ：実務対応報告公開草案第70号「非
化石価値の特定の購入取引における需要
家の会計処理に関する当面の取扱い（案）」
の公表
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企業会計基準委員会（ASBJ）は、2025年3月11
日に、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する
実務指針」を公表した。

我が国においては、企業が投資する組合等への出
資の評価に関して、当該組合等の構成資産が金融資
産に該当する場合には企業会計基準第10号「金融
商品に関する会計基準」（以下「金融商品会計基準」
という。）に従って評価し、当該組合等への出資者
である企業の会計処理の基礎とするとされている
（移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」
第132項）。この点、金融商品会計基準は、市場価
格のない株式について取得原価をもって貸借対照表
価額とする（金融商品会計基準第19項）としてい
るため、企業が投資する組合等の構成資産が市場価
格のない株式である場合、これらについても取得原
価で評価することとなる。

当該定めに関して、近年、ファンドに非上場株式
を組み入れた金融商品が増加しており、これらの非
上場株式を時価評価することによって、財務諸表の
透明性が向上し、投資家に対して有用な情報が開示
及び提供されることになり、その結果、国内外の機
関投資家からより多くの成長資金がベンチャーキャ
ピタルファンド等に供給されることが期待されると
して、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組
合等の構成資産である市場価格のない株式を時価評
価するように速やかに会計基準を改正すべきとの要
望が聞かれていた。

こうした状況を受けて、企業会計基準諮問会議か
ら提言がなされ、これを踏まえ、2023年12月に開
催された第516回企業会計基準委員会において、ベ
ンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構
成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲
に限定し、上場企業等が保有するベンチャーキャピ
タルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いの見
直しを目的として会計基準の開発に着手することと
し、検討が重ねられてきた。

2025年3月4日開催の第542回企業会計基準委員
会において、改正移管指針第9号「金融商品会計に
関する実務指針」（以下「本実務指針」という。）の
公表が承認され、2025年3月11日に公表されてい
る。

本実務指針については、2024年9月20日に公開
草案が公表され、広くコメント募集が行われた後、
ASBJに寄せられたコメントを踏まえて検討が行わ
れ、公開草案の修正を行った上で公表するに至った
ものとされている。

詳細については、ASBJのウェブページ（改正移
管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」の
公表｜企業会計基準委員会）を参照いただきたい。

以　上

会計・監査

ASBJ：改正移管指針第9号「金融商品会
計に関する実務指針」の公表
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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2025年3月11日
に2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基
準等の改正を公表した。

2024年年次改善プロジェクトは、2024年4月1
日を基準日として行った、ASBJが公表した企業会
計基準等の要変更事項の検出作業により検出された
事項、及び当該作業後の企業会計基準等の開発の過
程で検出された事項について、変更後の記載及び
「企業会計基準及び修正国際基準の開発に係る適正
手続に関する規則」に基づいて必要とされる手続を
検討の上、必要に応じて複数の企業会計基準等の改
正又は修正をまとめて行うものである。

ASBJでは、2024年年次改善プロジェクトにおい
て検出された事項のうち、修正項目について2024
年11月1日に2024年年次改善プロジェクトによる
企業会計基準等の修正として公表するとともに、改
正項目についても検討を重ねてきた。

2025年3月4日開催の第542回企業会計基準委員
会において、以下の企業会計基準、企業会計基準適
用指針及び実務対応報告（以下合わせて「本会計基
準等」という。）の公表が承認され、2025年3月11
日に公表されている。

Ⅰ．包括利益の表示に関する改正
・ 改正企業会計基準第25号「包括利益の表示に関

する会計基準」
・ 改正企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変
動計算書に関する会計基準の適用指針」

Ⅱ． 特別法人事業税の取扱いに関する
改正

・ 改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び
事業税等に関する会計基準」
・ 改正企業会計基準適用指針第28号「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」

Ⅲ．種類株式の取扱いに関する改正
・ 改正実務対応報告第10号「種類株式の貸借対照
表価額に関する実務上の取扱い」

本会計基準等については、2024年11月21日に
公開草案が公表され、広くコメント募集が行われた
後、ASBJに寄せられた意見を踏まえて検討が行わ
れ、公開草案の修正を行った上で公表するに至った
ものとされている。

詳細については、ASBJのウェブページ（2024年
年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の改正
の公表｜企業会計基準委員会）を参照いただきた
い。

以　上

会計・監査

ASBJ：2024年年次改善プロジェクトに
よる企業会計基準等の改正の公表
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1.ﾠ 概要
サステナビリティ基準委員会（SSBJ）は、2025

年3月5日に、我が国最初のサステナビリティ開示
基準となる次の３つのサステナビリティ開示基準
（以下あわせて「本基準」という）を公表した。
・サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステ
ナビリティ開示基準の適用」（以下「適用基準」
という）

・サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般
開示基準」（以下「一般基準」という）

・サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候
関連開示基準」（以下「気候基準」という）

SSBJは、国際サステナビリティ基準審議会（以
下「 ISSB」という）の設立を受け、2022年7月に、
我が国におけるサステナビリティ開示基準の開発及
び国際的なサステナビリティ開示基準の開発への貢
献を目的として設立された。

SSBJは、サステナビリティ開示基準の開発にあ

たり、基準を適用した結果として開示される情報が
国際的な比較可能性を大きく損なわせないものとな
るようにするため、その基本的な方針として、
IFRSサステナビリティ開示基準との整合性を図る
ことを基礎とし、議論を重ね、2024年3月及び
2024年11月に本基準の公開草案を公表した。

公開草案は、広くコメント募集を行った後、寄せ
られた意見等についてSSBJで検討を重ね、第49回
SSBJ（2025年2月19日開催）において、本基準の
公表が承認され、2025年3月5日に公表された。

本基準は、わかりやすさの観点から、我が国にお
けるIFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の
開示に関する全般的要求事項」に相当する基準を、
サステナビリティ関連のリスク及び機会に関して開
示すべき事項（以下「コア・コンテンツ」という）
以外の基本となる事項を定める適用基準と、コア・
コンテンツを定める一般基準とに分けている。

IFRS S1号 
全般的要求事項

基本となる 
事項を 
定めた部分

ユニバーサル基準

サステナビリティ開示基準の適用（「適用基準」） 
基本となる事項を定めた部分

テーマ別基準

コア・コンテンツ

IFRS S2号 
気候関連開示

 
コア・コンテンツ

一般開示基準 
（「一般基準」） 

コア・コンテンツ

気候関連開示基準 
（「気候基準」） 

コア・コンテンツ 

ISSB基準 SSBJ基準

出所：SSBJ「公表にあたって」2025年3月5日

会計・監査

SSBJ：サステナビリティ基準委員会（SSBJ）
が、「サステナビリティ開示基準」を公表
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2.ﾠ 適用対象企業及び適用時期
本基準は、適用対象企業と強制適用時期を定めて
いない。
本基準は、金融商品取引法の枠組みにおいて本基
準が適用されること、特にグローバル投資家との建
設的な対話を中心に据えた企業であるプライム上場
企業が適用することを想定して開発されている。
金融商品取引法に基づく法定開示（有価証券報告
書）における本基準の適用対象企業及び適用時期等
については、金融庁が金融審議会に設置した「サス
テナビリティ情報の開示と保証のあり方に関する
ワーキング・グループ」の検討に基づき、金融庁が
法令において定めることが想定されている。

本基準に従った開示を行うことを要求する法令に
おいて本基準の適用時期が定められた場合には、こ
れに従うことになる。任意で本基準に従った開示を
行う場合、本基準の公表日（2025年3月5日）以後
終了する年次報告期間に係るサステナビリティ関連
財務開示から適用することができるとされている。

詳細については、SSBJのウェブページを参照い
ただきたい。

(https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/ 
2025-0305.html)

以　上
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日本公認会計士協会（JICPA）は、2025年2月
19日に会計制度委員会研究報告「補助金等の会計
処理及び開示に関する研究報告」（公開草案）を公
表した。

JICPA（会計制度委員会）では、現時点において
我が国に補助金等に関する会計基準が存在しておら
ず、補助金等に係る会計処理及び開示について、
様々な実務が行われていることが想定されることを
踏まえて、2022年10月に補助金等検討専門委員会
を設置し、補助金等に関する会計処理及び開示につ
いて研究を重ねてきた。
このたび、一通りの検討を終えたため、会計制度

委員会研究報告「補助金等の会計処理及び開示に関
する研究報告」（公開草案）として公表し、広く意
見を求めることとしたとされている。

コメント募集期間は、2025年4月19日までとさ
れている。

詳細については、JICPAのウェブページ（会計制
度委員会研究報告「補助金等の会計処理及び開示に
関する研究報告」（公開草案）の公表について|日
本公認会計士協会）を参照いただきたい。

以　上

会計・監査

JICPA：会計制度委員会研究報告「補助金
等の会計処理及び開示に関する研究報告」
（公開草案）の公表
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法務省は、2025年2月28日に「会社計算規則の
一部を改正する省令」を公表した。2024年12月6
日に「会社計算規則の一部を改正する省令案」に対
する意見募集が行われていた。

1.ﾠ 改正の趣旨
企業会計基準委員会による実務対応報告第46号

「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の
会計処理及び開示に関する取扱い」の公表等を受け
て、会社計算規則（平成18年法務省令第13号）に
ついて、所要の改正が行われた。

2.ﾠ 施行日
本省令は、公布の日から施行される。また、この

省令による改正後の会社計算規則の規定は、2024
年4月1日以後開始する事業年度に係る計算書類及
び連結計算書類について適用し、同日前に開始する
事業年度に係るものについては、なお従前の例によ
る。

詳細については、インターネット版官報（イン
ターネット版官報）およびe-Govパブリック・コメ
ントのウェブページ（「会社計算規則の一部を改正
する省令案」に関する意見募集の結果について｜
e-Govパブリック・コメント）を参照いただきた
い。

以　上

会計・監査

法務省：「会社計算規則の一部を改正する
省令案」及び当該省令案に関する意見募
集の結果の公表
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令和7年3月決算においては、主に令和6年度税制改正
の内容が初めての適用を迎える。
令和6年度税制改正では、物価上昇を上回る賃金上昇
の実現が最優先とされ、賃上げ促進税制の強化等が行わ
れた。さらに、企業や個人が持てる能力を最大限発揮し
挑戦できる社会の実現のため、戦略分野国内生産促進税
制やイノベーションボックス税制が創設された。
また、令和7年2月現在、国会で審議中となっている
令和7年度税制改正においては、防衛特別法人税の創設
など、法定実効税率に影響を与える改正が含まれてお
り、令和7年3月までに国会で成立した場合には、それ
らを織り込んで令和7年3月決算における税効果会計を
適用する必要がある。
令和6年度税制改正の主要な項目および令和7年度税
制改正として予定されている主要な項目（法定実効税率
に影響を及ぼす可能性のあるもの）は、以下のとおりで
ある。

法人課税（令和6年度税制改正）

1.ﾠ 給与等の支給額が増加した場合の税額
控除制度
構造的・持続的な賃金上昇の動きを拡げることを目的
として、賃上げ促進税制が強化された。大企業、中堅企
業、中小企業に区分し、企業の規模に応じた賃上げ率の

要件を設定し、賃上げ率の増加等に応じて控除率を増加
させることにより企業の賃上げをさらに促進する見直し
が行われた。
また、子育てと仕事の両立支援や女性活躍の推進に積

極的な企業に対する厚生労働者による認定を受けている
企業に対して控除率の上乗せ措置を講じられたことによ
り、最大の控除率が、大企業・中堅企業では改正前の
30％から35％に、中小企業では改正前の40％から
45％に引き上げられた。
さらに、中小企業の多くが欠損法人であり、欠損法人

に対して税制措置のインセンティブが有効となっていな
い現状を考慮して、中小企業に対して新たに繰越税額控
除制度が創設された。

（1 ）全法人向けの措置
1）　概要
賃上げ促進税制は、継続雇用者給与等支給額が前事業

年度と比べて3％以上増加している場合等に、その増加
額（控除対象雇用者給与等支給増加額）の一部を法人税
から税額控除できる制度である。本措置については、控
除対象雇用者給与等支給増加額に乗ずる税額控除率が原
則の15％から10％へ引き下げられた一方で、最大控除
率が30％から35％へ拡大される等の税額控除率につい
て次の見直しが行われた上、その適用期限が3年延長さ
れた（措法42の12の5①）。

項目 改正前 改正後

税
額
控
除
率

原則 控除対象雇用者給与等支給増加額×税額
控除率15％

控除対象雇用者給与等支給増加額×税額控除率10％

上乗せ①
賃上げ
要件

継続雇用者給与等支給額≧
前期の継続雇用者給与等支
給額×104％である場合

税額控除率
に10％加算

継続雇用者給与等支給額≧
前期の継続雇用者給与等支給額×104％
である場合

税額控除率
に5％加算

継続雇用者給与等支給額≧
前期の継続雇用者給与等支給額×105％
である場合

税額控除率
に10％加算

継続雇用者給与等支給額≧
前期の継続雇用者給与等支給額×107％
である場合

税額控除率
に15％加算

税務

令和7年3月決算における税務上の留意事
項

デロイト トーマツ税理士法人　公認会計士・税理士　石
いしはら

原ﾠめぐみ
米国公認会計士　井

いのうえ

上　誠
まこと
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項目 改正前 改正後

上乗せ②
教育訓練
要件

教育訓練費の額の前期教育
訓練費の額に対する増加割
合≧20％である場合

税額控除率
に5％加算

教育訓練費の額の前期教育訓練費の額に
対する増加割合≧10％
かつ、
教育訓練費の額≧雇用者給与等支給額×
0.05％である場合

税額控除率
に5％加算

上乗せ③
女性活躍・
子育て
支援

― プラチナくるみん認定又はプラチナえる
ぼし認定を受けている場合

税額控除率
に5％加算

2）　マルチステークホルダー要件の見直し
本措置の適用を受けるための要件として、資本金の額
等が10億円以上かつ常時使用する従業員の数が1,000
人以上である場合には「給与等の支給額の引上げの方
針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項」
（いわゆるマルチステークホルダー方針）を公表しなけ
ればならないこととされているが、この要件について以
下の見直しが行われた（措法42の12の5①）。すでに過

年度よりマルチステークホルダー方針を公表している場
合であっても、免税事業者への配慮について記載事項を
追加したものを改めて公表する必要がある点に留意が必
要である。併せて、マルチステークホルダー方針のホー
ムページへの公表は、適用事業年度の終了の日までに行
わなければならないこととされた（事業上の関係者との
関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告
示（令和4年経済産業省告示第八十八号）2②）。

項目 改正後

マルチステーク
ホルダー要件の
見直し

■　 常時使用する従業員の数が2,000人を超えるものが加えられる
■　 消費税の免税事業者との適切な関係の構築の方針についても記載が行われるよう、記載方針（取
引先に消費税の免税事業者が含まれること）を明確化

■　 マルチステークホルダー方針のホームページへの掲載は、適用事業年度の終了の日までに行わな
ければならないこととされた（改正前：事業年度終了の翌日から起算して45日以内）（事実上経産
省への届出の期限と同様）

（2 ）従業員数2,000人以下の青色申告書提出法
人についての制度
従来の大企業のうち、常時使用従業員数2,000人以下

の企業（中堅企業）について、従来の賃上げ率の要件を
維持しつつ、控除率を見直すよう、以下の措置が追加さ
れた（措法42の12の5②、⑤十）。

項目 改正後

対象法人
■　 青色申告書提出法人で常時使用する従業員の数が2,000人以下であるもの
■　 その法人とその法人との間にその法人による支配関係がある法人（海外法人含む）の常時使用する
従業員の数の合計数が1万人を超えるものを除く

対象事業年度 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度

適用要件

■　 継続雇用者給与等支給額の前期の継続雇用者給与等支給額に対する増加割合≧3％であるとき
■　 資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合は、
マルチステークホルダー方針をインターネットを利用する方法により公表したことを経済産業大臣
に届け出ている場合に限り、適用がある

税額控除の
内容

■　 控除対象雇用者給与等支給増加額×税額控除率10％の税額控除ができる
■　 ただし、控除税額は当期の法人税額の20％を上限

税額控除率の
加算措置

継続雇用者給与等支給額≧前期の継続雇用者給与等支給額×104％
である場合 税額控除率に15％加算

教育訓練費の額の前期教育訓練費の額に対する増加割合≧10％
かつ、教育訓練費の額≧雇用者給与等支給額×0.05％である場合

税額控除率に5％加算
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項目 改正後

プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定を受けている事業年度又は
えるぼし認定（3段階目）を受けた事業年度である場合（※）

税額控除率に5％加算

（※）　 プラチナくるみん認定及びプラチナえるぼし認定については、認定を受けている限り継続して加算措置を受けられるが、えるぼし
認定（3段階目）についてはその認定を受けた事業年度に限り加算措置が適用できる点に留意が必要である。

（3 ）中小企業者向けの措置
中小企業者向けの賃上げ促進税制は、雇用者給与等支
給額が前事業年度と比べて1.5％以上増加している場合
に、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度
である。本措置については、新たに繰越控除制度を創設
し、これまで本税制を活用できなかった赤字企業に対し

ても賃上げにチャレンジできるよう見直されたことに加
え、最大控除率が40％から45％へ拡大される等の税額
控除率について次の見直しが行われた。その上で、適用
期限が3年延長された（措法42の12の5③④、⑤十二、
⑦⑧）。

項目 改正前 改正後

税
額
控
除
率

原則 （雇用者給与等支給額ー前期の雇用者給与
等支給額）×税額控除率15％

（改正なし）

上乗せ①
賃上げ要件

雇用者給与等支給額≧
前期の雇用者給与等支給
額×102.5％である場合

税額控除率に
15％加算

（改正なし）

上乗せ②
教育訓練
要件

教育訓練費の額≧前期の
教育訓練費の額×110％
である場合

税額控除率に
10％加算

教育訓練費の額≧前期の教育訓練費の
額×105％
かつ
教育訓練費の額≧雇用者給与等支給額
×0.05％である場合

税額控除率に
10％加算

上乗せ③
女性活躍・
子育て支援

―

プラチナくるみん認定若しくはプラチ
ナえるぼし認定を受けている場合又は
くるみん認定若しくはえるぼし認定（2
段階目以上）を受けた事業年度である
場合（※）

税額控除率に
5％加算

繰越税額控除
制度の新設

制度なし
（控除限度超過額は、繰越不可）

■　 控除限度超過額は5年間の繰越しができることとさ
れる。

■　 繰越税額控除をする事業年度において雇用者給与等
支給額＞前期雇用者給与等支給額の場合に限り適用
できる。

■　 繰越控除制度は控除未済額が発生した事業年度の確
定申告書に一定の明細書の添付が必要である。ま
た、発生事業年度以後も各事業年度の確定申告書に
「繰越税額控除限度超過額の明細書」の添付がある
場合で、かつ、適用を受ける事業年度の確定申告書
に控除対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を
受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載
した書類の添付がある場合に限り、適用される。

■　 繰越税額控除限度超過額が発生した事業年度におい
て中小企業に該当していれば、その後大法人に該当
した場合も繰越控除は可能。

（※）　 プラチナくるみん認定及びプラチナえるぼし認定については、認定を受けている限り継続して加算措置を受けられるが、くるみん
認定及びえるぼし認定（2段階目以上）についてはその認定を受けた事業年度に限り加算措置が適用できる点に留意が必要である。

（4）事業税付加価値割についての措置
上述の法人税における賃上げ促進税制の見直しに合わ
せ、法人事業税付加価値割についても、同税制の見直し
後の要件と同様の要件を満たす法人に対して、以下の措

置がとられた。
■　 法人が令和6年4月1日から令和9年3月31日までの
間に開始する事業年度において国内雇用者に対して
給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等
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支給額の前期の継続雇用者給与等支給額に対する増
加割合が3％以上である等の要件を満たすときは、
控除対象雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課
税標準から控除できる（地法附9⑬）

■　 外形標準課税の対象法人の見直しに伴い、中小企業
者等が令和7年4月1日から令和9年3月31日までの

間に開始する各事業年度において、雇用者給与等支
給額の前期雇用者給与等支給額に対する増加割合が
1.5％以上である等の要件を満たすときは、控除対
象雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準
から控除できる（地法附9⑭）

（5）子育て仕事の両立支援・女性活躍支援に関する要件の概要

旧くるみん
（※1）
トライくる
みん
トライくる
みんプラス

く る み ん
（※2）
くるみんプ
ラス

プラチナく
るみん
プラチナく
るみんプラ
ス

えるぼし
（1段階目）

えるぼし
（2段階目）

えるぼし
（3段階目）

プラチナえ
るぼし

全法人向け × × ○ × × × ○

中堅企業向け × × ○ × × ○ ○

中小企業向け × ○ ○ × ○ ○ ○

（※1）　令和4年3月31日以前の改正前の基準によるくるみん認定は加算措置の対象外
（※2）　 令和4年3月31日以前の改正前のくるみん認定基準を前提に取り組んでおり、男性の育児休業等の取得に関する基準の算出に当た

って、令和4年4月1日から当初の計画期間の終期までを計画期間とみなして算出し、くるみん認定・くるみんプラス認定を受けた
場合は加算措置の対象

【参考】　「令和6年度法人税関係法令の改正の概要」11頁（国税庁ウェブサイト（PDF））

（6）グループ通算制度における取扱い
グループ通算制度を適用している場合、個別の法人ご
とに適用可否の判定や税額控除額の計算を行う。

（7）その他
その他、以下の見直しが行われた。

項目 改正後

給与等支給額
から控除する金額

給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」から、看護職員処
遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が除外される（措法42の12
の5⑤四、措通42の12の5-2）。

2.ﾠ 特定税額控除規定の停止措置の見直し
と延長
賃上げ促進税制や国内投資促進税制の強化を通じて賃
上げや国内投資に積極的な企業を後押しする一方、収益
が拡大しているにもかかわらずこれらに消極的な企業に

対する特定税額控除規定の停止措置（いわゆる「ムチ税
制」）が強化された。具体的にはこのムチ税制について、
その適用期限が3年延長された上、一定の大企業に対す
る要件の上乗せ措置の対象の拡大や要件の強化が行われ
た（措法42の13⑤）。

項目 改正後

資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常
時使用する従業員の数が1,000人以上である場
合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一
定の場合のいずれにも該当する場合における要

件の上乗せ措置（※1）（※2）

■　 本措置の対象に、常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合
及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれに
も該当する場合が加えられる

■　 国内設備投資額に係る要件を、国内設備投資額が当期償却費総額
の40％（改正前：30％）を超えることとされる
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項目 改正後

継続雇用者給与等支給額に係る要件を判定する
場合に給与等の支給額から控除する「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」

看護職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務の提
供の対価の額が含まれないこととされる（措法42の12の5⑤四）

適用期限 ■　 3年延長

（※1）　 改正前の上乗せ措置では、継続雇用者給与等支給額に係る要件について、「継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給
額を超えること」から、「継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1％以上（令和4年4月1日
から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度にあっては、0.5％以上）」と要件が強化されており、今回の改正でさらに国内
設備投資額に係る要件も強化された。

（※2）　 グループ通算制度を適用している法人の試験研究を行った場合の税額控除制度の適用判定について、上乗せ措置適用法人に該当す
るかの判定は以下のとおり行われる（措法42の13⑦）。

　　　 ✓　 資本金の額等及び常時使用する従業員数：通算グループ内のいずれかの通算法人が上記の要件を充足するかを判定する
　　　 ✓　 所得金額：通算グループ全体の合計額で判定する

3.ﾠ 中小企業事業再編投資損失準備金制度
（中小企業経営資源集約化税制）の見
直し
成長意欲のある中堅・中小企業が、複数の中小企業を
子会社化し、グループ一体となって成長していくことを
後押しするために、令和3年度税制改正で創設された中
小企業事業再編投資損失準備金制度が拡充された。
具体的には、産業競争力強化法が改正され、青色申告
書提出法人で同法の改正法の施行日から令和9年3月31
日までの間に産業競争力強化法の特別事業再編計画の認

定を受けた認定特別事業再編事業者であるものが、その
認定に係る特別事業再編計画に従って他の法人の株式等
の取得（購入による取得に限る）をし、かつ、これをそ
の取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有して
いる場合において、その株式等の価格の低落による損失
に備えるため、その株式等の取得価額に次の株式等の区
分に応じそれぞれ次の割合を乗じた金額以下の金額を中
小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたとき
は、その積み立てた金額は、その事業年度において損金
算入できる措置が加えられている（措法56①）。

株式等の区分 割合

その認定に係る特別事業再編計画に従って最初に取得をした株式等 90％（改正前：70％）

上記に掲げるもの以外の株式等 100％（改正前：70％）

なお、株式を取得した事業年度において積み立てた準
備金は、その積み立てた事業年度終了の日の翌日から
10年（改正前：5年）を経過した日を含む事業年度から
5年間でその経過した準備金残高の均等額を取り崩し、
益金算入される（措法56②）。ただし、その株式等の全
部又は一部を有しなくなった場合又はその株式等の帳簿
価額を減額した場合等には、その該当することとなった
日を含む事業年度において取り崩し、益金算入される
（措法56③）。

4.ﾠ 戦略分野国内生産促進税制の創設
（1）概要
生産性向上・供給力強化を通じて潜在成長率を引き上
げるため、グリーントランスフォーメーション（GX）、

デジタルトランスフォーメーション（DX）、経済安全保
障という戦略分野において、民間として事業採算性に乗
りにくいが、国として特段に戦略的な長期投資が不可欠
となる投資が選定され、それらを対象として生産・販売
量に比例して法人税額を控除する戦略分野国内生産促進
税制が創設された（措法42の12の7⑦～⑫）。対象物資
ごとに単価が設定され、企業の投資の中長期的な予見可
能性を高める観点から、措置期間が計画認定から10年
間という極めて長期の措置とされた上で、4年間（半導
体は3年間）の税額控除の繰越期間が設けられた。

（2）適用対象法人及び適用要件等
当該税制措置の具体的な適用対象法人及び適用要件等

の内容は、以下のとおりである。
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主務大臣

申請

エネルギー利用
環境負荷低減
事業適応計画 

 
認定

事業者

項目

適用
対象
法人

適用
要件

適用
停止
措置

改正後

（※2）2つの要件： 
①継続雇用者給与等支給
額の継続雇用者比較給与
等支給額に対する増加割
合≧1% 
②国内設備投資>当期償
却総額×40%

（※1）5つの対象物資：
①半導体 
②電気自動車等
③グリーンスチール 
④グリーンケミカル 
⑤SAF 
　（持続可能な航空燃料）

所得の金額が前期の所得の金額を超える一定の事業年度で、かつ、
2つの要件（※2）のいずれにも該当しない事業年度においては、本
制度（繰越税額控除制度を除く）は適用されない

その事業適応計画に記載された、産業競争力基盤強化商品を生産
をするための設備の新設又は増設をする場合において、その新設
又は増設に係る機械その他の減価償却資産（以下「産業競争力基盤
強化商品生産用資産」） の取得等をして、国内にある事業の用に供
したとき 

■　青色申告書提出法人で、産業競争力強化法の改正法の施行日
から令和9年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の
事業適応計画の認定に係る同法の認定事業適応事業者 

■　その事業適応計画にその計画に従って行うエネルギー利用環
境負荷低減事業適応のための措置として同法の産業競争力基
盤強化商品（仮称※1）の生産及び販売を行う旨の記載がある
ものに限る 

（3）措置の内容
上記（2）に該当する場合には、以下の税額控除の適用を受けることができる。

項目 改正後

措置の内容

以下のいずれか少ない金額の税額控除ができる（措法42の12の7⑦⑩）
■　 産業競争力基盤強化商品生産用資産により生産された産業競争力基盤強化商品のうちその事業年
度の対象期間において販売されたものの数量等に応じた金額（※3）

■　 産業競争力基盤強化商品生産用資産の取得価額を基礎とした金額（※4）
（※3）　 詳細は下表参照
（※4）　 産業競争力基盤強化商品生産用資産及びこれとともにその産業競争力基盤強化商品を生産する

ために直接又は間接に使用する減価償却資産に係る投資額の合計額として事業適応計画に記載
された金額。ただし、既に本制度の税額控除の対象となった金額は除く

（※3）
数量等に応じた
金額（対象物資
ごとの単価）

産業競争力基盤強化商品の区分 単価

①
半
導
体

マイコン半導体のうちテクノロジーノード28ナノメ
ートルから45ナノメートルまで相当のもの

16,000円／枚
（半導体は直径200ミリメートル換算。

以下同じ）

マイコン半導体のうちテクノロジーノード45ナノメ
ートルから65ナノメートルまで相当のもの 13,000円／枚

マイコン半導体のうちテクノロジーノード65ナノメ
ートルから90ナノメートルまで相当のもの 11,000円／枚

マイコン半導体のうちテクノロジーノード90ナノメ
ートル以上相当のもの 7,000円／枚

パワー半導体のうちウエハーが主としてけい素で構成
されるもの 6,000円／枚

パワー半導体のうちウエハーが主として炭化けい素又
は窒化ガリウムで構成されるもの 29,000円／枚

アナログ半導体のうちイメージセンサー 18,000円／枚

その他のアナログ半導体 4,000円／枚

②電気自動車等
200,000円／台

（軽自動車でない電気自動車及び燃料電
池自動車にあっては、400,000円／台）

③鉄鋼（グリーンスチール） 20,000円／トン

④基礎化学品（グリーンケミカル） 50,000円／トン
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項目 改正後

⑤航空燃料（SAF） 30円／リットル

税額控除限度額
デジタルトランスフォーメーション投資促進税制及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額の40％（半導体生産用資産にあっては20％）
を上限（措法42の12の7⑦⑩）

控除限度超過額
の繰越し

控除限度超過額は4年間（半導体生産用資産にあっては3年間）の繰越しができる（措法42の12の7⑧
⑨⑪⑫）

地方法人税にお
ける取扱い

半導体生産用資産に係る控除税額を除き、本制度による控除税額は、地方法人税の課税標準となる法
人税額から控除されない（措法42の12の7㉒）

産業競争力強化法の
改正法の施行の日から

事業適応計画
の認定 

認定日

支
出

投資時 販売時

令和9年3月31日

対象期間：認定の日以後10年以内の日を含む各事業年度

【販売量に応じた税額控除】

控除限度超過額は4年間（半導体は3年間）繰越しが可能 時間軸

供用日から8年目以降は数
量等に応じた金額が逓減

【出所】経済産業省「令和6年度税制改正に関する経済産業省要望 【概要】」3頁を参考に作成 

5.ﾠ イノベーションボックス税制の創設
国際競争が進む中、わが国の研究開発拠点としての立
地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しす
るために、国内で自ら行う研究開発の成果として生まれ
た知的財産から生じる所得に対して優遇するイノベー
ションボックス税制が創設された（措法59の3）。
具体的には、企業が国内で自ら研究開発を行った特許

権又はAI分野のソフトウェアに係る著作権について、当
該知的財産の国内第三者への譲渡所得又は国内外におけ
る第三者からのライセンス所得に対して、以下のように
所得の30％の所得控除が認められる。
これにより、対象所得については、法人税率約7％相

当の税制優遇（法定実効税率ベースで見ると現在の
29.74％から約20％相当まで引き下がる税制優遇）が
行われることとなる。

特許権譲渡等取引

青色申告法人

特定特許等

譲渡

譲渡所得

貸付け

ライセンス所得 

居住者or
内国法人*1

他の者*1

*1 関連者を除く

所得控除

次のいずれか少ない金額×30%を当該事業年度にて損金算入
・当期の所得の金額
・取引ごとに以下を算出し合計した金額 

*2 令和7年4月1日以後に開始する事業年度に発生したものに限る

特許権譲渡等取引 
に係る所得の金額 × 特定特許等に直接関連する

研究開発の金額の合計額*2

適格研究開発費の額の合計額 

項目 改正後

対象年度 令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度（措法59の3①）

特定特許権等 令和6年4月1日以後に取得又は製作をした特許権及び人工知能関連技術を活用したプログラムの著
作権で、一定のもの（措法59の3②二）

対象取引
（特許権譲渡等取引）

青色申告書を提出する法人が対象年度において行う以下の取引（措法59の3①）
■　 居住者若しくは内国法人（関連者を除く）に対する特定特許権等の譲渡
■　 他の者（関連者を除く）に対する特定特許権等の貸付け（※1）
（※1）　特定特許権等に係る権利の設定その他他の者に特定特許権等を使用させる行為を含む
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項目 改正後

所得控除対象額

次の①②の金額のうち、いずれか少ない金額の30％に相当する金額を、その事業年度において損
金算入することができる（措法59の3①）
①　 その事業年度において行った特許権譲渡等取引ごとに以下のA）の金額に、B）の金額のうち
にC）の金額の占める割合を乗じた金額を合計した金額

　　A）　 その特許権譲渡等取引に係る所得の金額
　　B）　 当期及び前期以前（※2）において生じた研究開発費の額（※3）のうち、その特許権譲

渡等取引に係る特定特許等に直接関連する研究開発に係る金額の合計額
　　C）　 上記B）の金額に含まれる適格研究開発費の額（※4）の合計額
②　 当期の所得の金額
（※2）　 令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る
（※3）　 研究開発費の額とは、研究開発費等に係る会計基準における研究開発費の額に一定の調整

を加えた金額をいう（措法59の3②四）
（※4）　 適格研究開発費の額とは、研究開発費の額のうち、特定特許権等の取得費及び支払ライセ

ンス料、国外関連者に対する委託試験研究費並びに国外事業所等を通じて行う事業に係る
研究開発費の額以外のものをいう（措法59の3②五）

その他

令和9年4月1日前に開始する事業年度において、当期において行った特許権譲渡等取引に係る特定
特許権等のうちに令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に開始した研究開発に直
接関連するものがある場合には、上記①の金額は次のD）の金額に、E）の金額のうちにF）の金額
の占める割合を乗じた金額とされる（措法59の3①一ロ）
　　D）　 当期において行った特許権譲渡等取引に係る所得の金額の合計額
　　E）　 当期、前期及び前々期において生じた研究開発費の額の合計額
　　F）　 上記E）の金額に含まれる適格研究開発費の額の合計額

6.ﾠ 研究開発税制の見直し
イノベーションボックス税制の創設に伴い、一部目的
が重複する研究開発税制については、試験研究費が減少
した場合の控除率の引下げを行うことにより、投資を増
加させるインセンティブをさらに強化するためのメリハ
リ付けが行われた。

（1 ）一般試験研究費の額に係る税額控除制度の
見直し
研究開発投資を増加させるためのインセンティブを強

化するために、一般試験研究費の額に係る税額控除制度
における税額控除率の算式について、研究開発費が減少
している場合の控除率の段階的な引下げが行われた。ま
た研究開発費が減少している場合における、税額控除率
の下限が撤廃された（措法42の4①一二、⑧三イ（1）
（2））。

改正前 改正後

増減試験
研究費割合

税額控除率
の計算方法

税額控除率
の上限・下限

増減試験
研究費割合

税額控除率
の計算方法

税額控除率
の上限・下限

税
額
控
除
率

12％以下の
場合

11.5％－（12％－増減試験
研究費割合（※2））×0.25

下限1％

0％未満の
場合 （※1）

下限なし
0％以上12％以下の

場合 （改正前と同様）

12％超の
場合

11.5％＋（増減試験研究費
割合－12％）×0.375◇

上限10％
（14％◇）

12％超の
場合 （改正前と同様）

（改正前と同様）
平均売上金額に対する試験研究費の割合
が10％を超える場合、（上記で算出した割
合）×（控除割増率（※））に相当する割
合を加算する◇
（※）控除割増率＝（試験研究費割合－10％）
×0.5（10％を上限）

（改正前と同様）

◇は、令和7年度末までの時限措置
（※1）　 一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、増減試験研究費割合が零に満たない事業年度につき、税額控除率が次のとおり

見直された。
（※2）　通算法人については、合算増減試験研究費割合
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事業年度 税額控除率

税
額
控
除
率

令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する事業年度 8.5％＋増減試験研究費割合×8.5
30

令和11年4月1日から令和13年3月31日までの間に開始する事業年度 8.5％＋増減試験研究費割合× 8.5
27.5

令和13年4月1日以後に開始する事業年度 8.5％＋増減試験研究費割合×8.5
25

上記見直しは、令和8年4月1日以後に開始する事業年
度より適用される（令和6年3月30日改正措法附則39①
②）。

（2）制度の対象となる試験研究費の額の範囲
制度の対象となる試験研究費の額について、以下の見

直しが行われた（措法42の4⑲一）。なお、令和7年4月
1日以後に開始する事業年度より適用される（令和6年3
月30日改正措法附則39③）。

改正前 改正後

制度の対象となる
試験研究費の額 ■　 内国法人の国外事業所等を通じて行う事業に係る試験研究費の額が除外される

7.ﾠ 暗号資産の期末時価評価の見直し
（1 ）概要
発行者以外の第三者が保有する市場暗号資産について
は、その保有目的にかかわらず、期末時価評価の対象と
されていたところ、継続的に保有する暗号資産について
は、一定の要件の下、期末時価評価の対象外とする見直
しが行われた。

（2 ）改正後
法人が有する市場暗号資産に該当する暗号資産で、譲

渡についての制限その他の条件が付されているものの期
末における評価額は、原価法・時価法のいずれかの評価
方法のうちその法人が選定した評価方法により計算した
金額とされた（法法61②）。

区分 評価方法

市場暗号資産

1 2、3以外のもの 時価法

2
特定譲渡制限付暗号資産（※1） 時価法又は原価法（※2）

上記のうち自己発行暗号資産

原価法3 特定自己発行暗号資産（※3）

市場暗号資産以外の暗号資産

【出所】　 「令和6年度法人税関係法令の改正の概要」（国税庁）41頁を参考に作成
（※1）　 次の要件に該当する暗号資産をいう（法法61②一イ、法令118の7②、法規26の10①②）。
　　　　①　 その暗号資産につき、譲渡についての一定の制限が付されていること。
　　　　②　 上記①の制限が付されていることを認定資金決済事業者協会において公表させるため、その暗号資産を有する者等が上記①の

制限が付されている旨の暗号資産交換業者に対する通知等をしていること。
（※2）　 評価方法は、暗号資産の種類ごとに選定し、その暗号資産を取得した日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに納税

地の所轄税務署長に届け出る必要がある。法定評価方法は原価法とされる（法法61②）。
（※3）　 法人が自己で発行し、かつ、その発行の時から継続して保有する暗号資産で、暗号資産の発行の時から継続して一定の方法により

譲渡制限が行われているもの（法法61②一ロ）。
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8.ﾠ 特定事業活動として特別新事業開拓事
業者の株式の取得をした場合の課税の
特例（オープンイノベーション促進税
制）の延長
オープンイノベーション促進税制は、令和2年度税制
改正により創設された制度で、スタートアップ企業との
オープンイノベーションに向け、国内の事業会社又はそ
の国内コーポレートベンチャーキャピタルが、スタート
アップ企業の株式を一定額以上取得する場合、その株式
の取得価額の25％を所得控除することができる制度で
ある。当該税制につき、以下のとおり適用期限が2年延
長された（措法66の13）。

改正前 改正後

適用期限 令和6年3月31日まで 令和8年3月31日まで

9.ﾠ 地域経済牽引事業の促進区域内におい
て特定事業用機械等を取得した場合の
特別償却又は税額控除制度（地域未来
投資促進税制）の見直し
青色申告書を提出する法人が、令和7年3月31日まで

に承認地域経済牽引事業計画に従って特定事業用機械等
を取得した場合、機械装置・器具備品につき取得価額等
の40％相当額の特別償却又は4％相当額の税額控除（上
乗せ要件を満たす場合は、50％相当額の特別償却又は
5％相当額の税額控除）、また、建物・附属設備・構築
物につき20％相当額の特別償却又は2％相当額の税額控
除を適用できる課税の特例（地域未来投資促進税制）に
ついて、主務大臣の確認要件の見直しが行われた上で、
成長志向型中堅企業に係る要件を満たす場合に機械装置
等の税額控除率の引上げが行われる（所得税についても
同様）（措法42の11の2）。

（1 ）特別償却率及び税額控除率を引き上げる措置（上乗せ要件）の要件の見直し

改正前 改正後

見直し

以下の（A）（B）のいずれも満たすこと 以下の（A）（B）のいずれも満たすこと

（A）

以下のいずれかを満たすこと
■　 直近事業年度の付加価値額増加率が8％以
上であること

■　 対象事業において創出される付加価値額
が3億円以上、かつ、事業を実施する企業
の前事業年度と前々事業年度の平均付加
価値額が50億円以上であること

（A） 改正なし

（B）
労働生産性の伸び率が4％以上かつ投資収益率
が5％以上であること

（B）

労働生産性の伸び率が5％以上（※1）かつ投
資収益率が5％以上であること
（※1）中小企業基本法の中小企業者について
は、従前どおりとされる

（2 ）特別償却率及び税額控除率を引き上げる措置（上乗せ要件）の対象の追加

改正後

追加対象

次の要件の全てを満たすことにつき主務大臣の確認を受けた場合が対象に加えられる
■　 産業競争力強化法の特定中堅企業者であること
■　 「パートナーシップ構築宣言」を公表していること
■　 その承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する減価償却資産の取得予定価額
の合計額が10億円以上であること

■　 上記（B）の見直し後の労働生産性の伸び率に係る要件、現行の付加価値額増加率に係る要件並びに現
行の年平均付加価値額及び付加価値額の創出に係る要件その他現行の特別償却率及び税額控除率を
引き上げる措置の適用要件の全てを満たすこと

特別償却率及
び税額控除率

上記の対象となる機械装置及び器具備品については、取得価額の50％相当額の特別償却又は6％相当額の
税額控除（改正前のその他の上乗せ要件では5％）が認められる（措法42の11の2①②）
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10.ﾠ 交際費等の損金不算入制度の見直し
と延長

地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の
活性化や、「安いニッポン」の指摘に象徴される飲食料
費に係るデフレマインドを払拭する観点から、交際費等

の損金不算入制度の見直しが行われた。

（1）概要
交際費等の損金不算入制度について、次の措置がとら

れた上、適用期限が3年延長された（措法61の4）。

項目 改正後

損金不算入となる交際費等の範囲から除
外される一定の飲食に係る金額の基準

1人当たり1万円以下（改正前：5,000円以下）に引き上げられた（措令37の
5①）。

適用期限 接待飲食に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期
限が3年延長された（措法61の4①②）。

（2）適用関係
上記の「損金不算入となる交際費等の範囲から除外さ
れる一定の飲食に係る金額の基準」に関する改正は、令
和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用される
（令和6年3月30日改正措令附則16）。

11.ﾠ 外形標準課税の見直し
企業の稼ぐ力を高める法人税改革の趣旨や地方税収の
安定化・税負担の公平性といった制度導入の趣旨を踏ま
え、事業税の外形標準課税の適用対象法人のあり方につ
いて見直された。具体的には、（1）減資への対応及び（2）
100％子法人等への対応として以下の見直しが行われ

た。

（1）減資への対応
1）　内容
外形標準課税の対象法人については、基本的には、資

本金1億円超の法人とする現行基準が維持され、この点
については改正はない。しかし、当分の間、前事業年度
に外形標準課税の対象法人が当事業年度に資本金1億円
以下の場合に、資本金及び資本剰余金（※1）の合計額
が10億円を超えるときは、外形標準課税の対象とされ
る見直しが行われることになった（地法附8の3の3、地
令附5の7、地規附2の6の3）。

項
目
振
替
型
減
資

　

企業会計上の貸借対照表

資本金（現行基準：1億円超）

資本剰余金 資本準備金

その他資本剰余金

補充的な基準
資本金＋資本剰余金
10億円超

【出所】　 「令和6年度地方税制改正（案）について」（総務省）1頁を参考に作成
（※1）　 会社法431条又は614条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、会社計算規則の規定に基づき計算した同

令76条②三に規定する資本剰余金の金額（日本の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社以外の法人にあっては、これらに
準ずる金額）

2）　適用
当該改正は、令和7年4月1日に施行され、同日以後に
開始する事業年度（以下「施行初年度」）から適用され
る（R6改正法附1三、6、7①）。

3）　経過措置
施行初年度については、上記にかかわらず、以下のよ
うに取り扱われる（R6改正地法附7②）。
　①　 ②の場合を除き、公布日（令和6年3月30日）を

含む事業年度の開始の日の前日から施行初年度開
始日の前日までの間に終了したいずれかの事業年
度において外形標準課税の対象であった場合に
は、施行初年度の前事業年度において外形標準課
税の対象であったものとして扱う。すなわち、公
布日（令和6年3月30日）を含む事業年度の前事

業年度に外形標準課税の対象であった法人であっ
て、当該施行初年度に資本金1億円以下で、資本
金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるもの
は、外形標準課税の対象とされる。

　②　 公布日（令和6年3月30日）を含む事業年度の前
事業年度に外形標準課税の対象であって、公布日
の前日（令和6年3月29日）に資本金1億円以下
であり、その後公布日（令和6年3月30日）から
施行初年度開始日の前日までに終了した事業年度
において外形標準課税対象外である場合：①の経
過措置から除かれ、特に経過措置は設けられな
い。

これを図示すると次のようになる（3月決算法人で、
令和8年3月期にて資本金1億円以下かつ資本金と資本剰
余金の合計額が10億円超の場合）。
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公布日（令和6年3月30日） 

公布日を含む事業年度の 
前事業年度 

（令和5年3月期）

公布日を含む事業年度 

（令和6年3月期） 

公布日を含む事業年度から施行
初年度開始日の前日までに終了する

事業年度 
（令和7年3月期） 

施行初年度の取扱い
 

（令和8年3月期） 

① いずれかの事業年度で外形標準課税の対象 
（②の場合を除く） 

経過措置の対象：
外形標準課税の対象

② 外形標準課税の対象
公布日の前日に 
資本金1億円以下 

⇒外形標準課税対象外
外形標準課税対象外 経過措置なし：

外形標準課税対象外

（2）100％子法人等への対応
1）　内容
資本金と資本剰余金（※1）の合計額が50億円を超え
る法人（※2）又は相互会社・外国相互会社（以下「特
定法人」）の100％子法人等（※3）のうち、当該事業
年度末日の資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金
の合計額（※4）が2億円を超えるものは、外形標準課
税の対象とされた（地法72の2①一ロ、地令10の2、地
規3の13の4）。
（※1）　 （1）減資への対応（※1）参照。
（※2）　 以下の場合は除かれる。
　　　ﾠ ●  資本金1億円以下である場合（（1）減資への対

応により外形標準課税の対象となるべき法人
および当該「100％子法人等への対応」によ
り外形標準課税の対象となるべき法人を除
く）

　　　ﾠ ●  非課税・所得割のみで課税される種類の法人
（所得等課税法人）である場合

（※3）　 特定法人との間に当該特定法人による法人税法
に規定する完全支配関係がある法人及び100％
グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の
全部を保有されている法人をいう。

　　　ﾠ 「100％グループ内の複数の特定法人に発行済
株式等の全部を保有されている法人」の判定に
当たっては、判定対象法人との間に完全支配関
係がある全ての特定法人が有する株式及び出資
の全部を、当該全ての特定法人のうちいずれか
一のものが有するものとみなした場合におい
て、当該いずれか一のものと当該法人との間に
当該いずれか一のものによる完全支配関係があ
ることとなるかどうかで判定する。

　　　ﾠ これらの100％子法人等の具体例を図示すると
次のようになる。

①　特定法人との間に当該特定法人による完全支
　配関係がある場合

特定法人 特定法人

S1社

S2社 S4社

S3社

100％

100％

100％

30％

70％

【100％子法人等の具体例】
②　100％グループ内の複数の特定法人に発行済株
　式等の全部を保有されている法人

100％ 100％

49％51％

特定法人 特定法人

S5社

A社

S1社～ S5社は全て100％子法人等に該当する

（※4）　 公布日（令和6年3月30日）以後に、当該100％
子法人等がその100％親法人等に対して資本剰
余金から配当又は出資の払戻しを行った場合に
おいては、当該配当又は出資の払戻しに相当す
る額を加算した金額

以上から、重要なポイントを図にすると次のようにな
る。
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親：特定法人
【資本金＋資本剰余金】

50億円超

子：資本金1億円以下
【資本金＋資本剰余金】

2億円超

持株比率100％

以下の場合は除かれる
・　資本金1億円以下である場合（当分の間、前事業年
度に資本金1億円超で、資本金と資本剰余金の合
計額が10億円を超えるものを除く。また、当該
「100％子法人等の対応」により外形標準課税の
対象となるべき法人を除く）

・　非課税・所得割のみで課税される種類の法人（所
得等課税法人）である場合

外形標準対象法人に含める

令和6年3月30日以後に資本剰余金から配当又は出資
の払戻しを行った場合においては、当該配当又は出資
の払戻しに相当する額を加算する

2）　適用
令和8年4月1日に施行され、同日以後に開始する事業
年度から適用される（改地法附1四、6・8①）。

3）　特例措置
令和9年3月31日までの間に産業競争力強化法の特別
事業再編計画の認定を受けた認定特別事業再編事業者
が、当該認定を受けた計画に従って行う一定の特別事業
再編のための措置として他の法人の株式等の取得、株式
交付又は株式交換を通じて当該他の法人を買収し、その
買収の日以降も引き続き株式等を有している場合等につ
いては、当該他の法人等（※1）について、当該買収の
日の属する事業年度からその買収の日以後5年を経過す
る日の属する事業年度までの各事業年度においては外形
標準課税の対象外とされる（※2）（地法附則8の3の4）。
（※1）　 当該認定特別事業再編事業者が当該計画の認定

を受ける前5年以内に買収した法人を含む
（※2）　 当該他の法人等が、現行基準（資本金1億円超）

又は上記（1）減資への対応により外形標準課税
の対象である場合は、特例措置の対象から除外
される

４）　経過措置
当該改正により、新たに外形標準課税の対象となる法
人については、従来の課税方式で計算した税額を超える
こととなる額のうち、次に定める額を、当該事業年度に
係る法人事業税額から控除する措置が設けられる。すな
わち、段階的に課税されていくことになる（改正地法附
8②）。
■　 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開
始する事業年度

　　：当該超える額に3分の2の割合を乗じた額
■　 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に
開始する事業年度

　　：当該超える額に3分の1の割合を乗じた額

12.ﾠ カーボンニュートラルに向けた投資
促進税制（カーボンニュートラル投
資促進税制）の見直しと延長

エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画（以下「事
業適応計画」）の認定を受け、かつ青色申告書を提出す
る法人が、事業適応計画に従って生産工程効率化等設備
等の取得等を行った場合、当該設備等の取得価額等の
50％相当額の特別償却又は5％若しくは10％相当額の
税額控除を適用できる課税の特例（カーボンニュートラ
ル投資促進税制）について、次の見直しが行われた上、
その適用期限が2年延長（令和8年3月31日までの期間
内）された（所得税についても同様）。

（1）適用対象資産
事業適応計画の認定（令和8年3月31日まで）を受け

た日から3年以内に取得等をして、事業の用に供する資
産について、次の見直しが行われた。

38　テクニカルセンター　会計情報　Vol. 584 / 2025. 4　© 2025. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.



項目 改正前 改正後

需要開拓商品
（※1）生産設
備

エネルギーの利用による環境への負荷の低減効果が大きく、新
たな需要の拡大に寄与することが見込まれる製品の生産に専ら
使用される設備（※2）
（※1）　化合物パワー半導体、燃料電池等
（※2）　対象設備は、機械装置

左記設備を除外（措法42の12の7⑥）

生産工程効率
化等設備

事業所等の炭素生産性（=付加価値額÷エネルギー起源CO2排
出量）を相当程度向上させる計画に必要となる設備（※3）
（※3）　 対象設備は、機械装置、器具備品、建物附属設備及び

構築物。導入により事業所の炭素生産性が1％以上向上
することが必要

左記設備のうち、「市場に流通してい
る照明設備及び対人空調設備」の除外
及び「一定の鉄道用車両」の追加（生
産工程効率化等設備に関する命令①）

（2）認定要件等及び措置内容
生産工程効率化等設備の導入を伴う事業適応計画の認定要件のうち、事業所等の炭素生産性向上率に係る要件及
び措置内容について、次の見直しが行われた。

項目 改正前 改正後

認定要件
及び
措置内容

炭素生産性向上率7％以
上の場合、特別償却率
50％又は税額控除率5％

中小企業者（※4）

炭素生産性向上率10％以上
17％未満の場合、特別償却率
50％又は税額控除率10％
（※4）適用除外事業者に該当
するものを除く（措法42の
12の7⑥二イ）

炭素生産性向上率の
計算では、電気の排
出係数による影響等
が除外（生産工程効
率化等設備に関する
命令④）

中小企業者以外の法人

炭素生産性向上率15％以上の
場合、特別償却率50％又は税
額控除率5％（措法42の12の
7⑥三）

上乗せ要件
及び
措置内容

炭素生産性向上率10％
以上の場合、特別償却率
50％又は税額控除10％

中小企業者

炭素生産性向上率17％以上の
場合、特別償却率50％又は税
額控除率14％（措法42の12
の7⑥一）

中小企業者以外の法人

炭素生産性向上率20％以上の
場合、特別償却率50％又は税
額控除10％（措法42の12の
7⑥二ロ）

なお、令和6年4月1日前に認定の申請をした事業適応
計画に従って同日以後に取得等をする資産については、
本制度は適用されない。

13.ﾠ 欠損金の繰戻しによる還付制度の不
適用措置の期限延長

欠損金の繰戻しによる還付制度は、中小企業者等及び
清算中に終了する事業年度において生じた欠損金等を除
き、不適用とされている。この不適用措置の適用期限が
2年延長された（措法66の12①）。また、不適用の対象
から銀行等保有株式取得機構の欠損金額を除外する措置
の適用期限が2年延長された（措法66の12①）。

14.ﾠ 中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例の見直し
と期限延長

中小企業者等のうち常時使用する従業員の数が500人
以下の法人は、取得価額が10万円以上30万円未満の減
価償却資産（一定の貸付用資産を除く）を取得等して事
業の用に供した場合には、損金経理要件等の一定要件の
もとに、1事業年度あたり300万円を上限として事業の
用に供した事業年度にその取得価額の全額を損金算入す
ることが認められている（措法67の5①、措令39の28
②）。この特例について、適用対象法人につき見直しが
行われたうえで適用期限が2年延長された（措法67の5
①）。
適用対象法人については、電子情報処理組織を使用す
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る方法（e-Tax）により法人税の確定申告書等に記載す
べきものとされる事項を提供しなければならない法人の
うち、常時使用する従業員の数が300人を超えるものが
除外された（措令39の28①）。これにより資本金の額
等が1億円を超える農業協同組合等、相互会社、資本金
の額等が1億円以下である投資法人及び特定目的会社に
ついては、従業員数が300人以下である場合に限り、こ
の特例の適用を受けられることとなった（法法75の4
②、財務省「令和6年度税制改正の解説」579ページ）。

組織再編（令和6年度税制改正）

1.ﾠ 認定株式分配（パーシャルスピンオフ）
に係る課税の特例の見直しと延長
いわゆる「パーシャルスピンオフ税制」（認定株式分

配に係る課税の特例）（※1）について、次の見直しが
行われた上、適用期限が4年延長された（措法68の2の
2）。
（※1）　 元親会社に一部持分を残すパーシャルスピンオ

フ（株式分配に限る）について、一定の要件を
満たせば再編時の譲渡損益課税を繰り延べ、株
主のみなし配当に対する課税を対象外とする特
例措置。

項目 改正後

主務大臣による認定事業再編計画
の内容の公表時期の見直し

その認定の日からその認定事業再編計画に記載された事業再編の実施時期の開始の
日まで（改正前：認定の日）とされた。

認定株式分配が適格株式分配に該
当するための要件追加

その認定株式分配に係る完全子法人が主要な事業として新たな事業活動を行ってい
ることとの要件が加えられた。

2.ﾠ 現物出資についての見直し
（1）改正後
現物出資に関連し、以下の見直しが行われた（法法2十二の十四）。

1）　 内国法人が外国法人の本店等に無形資産等（※1）の移転を行う現物出資について、適格現物出資の対象から
除外された。

項目

改正前 改正後

現物出資資産等
の種類

適格現物出資
該当性 現物出資資産等の種類 適格現物出資

該当性

内国法人が外国法人の本店
等に資産の移転を行う現物
出資の適格現物出資該当性

国内資産等 該当し得ない 国内資産等 該当し得ない

上記以外 該当し得る（※2） 上記以外
無形資産等（※1） 該当し得ない

上記以外 該当し得る（※2）

（※1）　 工業所有権等・著作権等で、独立の事業者間で通常の取引条件に従って譲渡、貸付け等が行われるとした場合にその対価が支払わ
れるべきものをいう

（※2）　その他の適格要件を満たす必要がある

2）　現物出資により移転する資産等（国内不動産等を除く）の内外判定は、以下のとおりである。

項目 資産等の種類 内外判定

適格現物出資への該当性の判定に際
し、現物出資により移転する資産等
（国内不動産等を除く）の内外判定

内国法人の本店等若しくは外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に
係る資産等 国内

内国法人の国外事業所等（※1）若しくは外国法人の本店等を通じて行
う事業に係る資産等 国外

（※1）　国外にある恒久的施設に相当するもの等

（2）適用関係
上記の改正は、令和6年10月1日以後に行われる現物出資について適用される。
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国際課税（令和6年度税制改正）

1.ﾠ 各対象会計年度の国際最低課税額に対
する法人税等の見直し
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等に
ついて、次の見直しが行われた。国内ミニマム課税
（Qualified Domestic Minimum Top-up Tax： 以 下
「QDMTT」）を含め、OECDにおいて来年以降も引き続
き実施細目が議論される見込みであるもの等について
は、国際的な議論を踏まえ、令和7年度税制改正以降の
法制化が検討される。

（1）自国内最低課税額に係る取扱い
改正前、QDMTTはグループ国際最低課税額の計算上
で当期国別国際最低課税額等から控除されるところ、改
正後では一定の要件を満たすQDMTTを設けた国又は地
域について、グループ国際最低課税額を零とするセー

フ・ハーバーが設けられることになった。
■　 構成会社等がその所在地国において一定の要件を満
たす自国内最低課税額に係る税を課することとされ
ている場合に、その所在地国に係るグループ国際最
低課税額を零とする適用免除基準が設けられた（法
法82の2⑥⑩）

■　 無国籍構成会社等が自国内最低課税額に係る税を課
されている場合には、グループ国際最低課税額の計
算においてその税の額が控除される（法法82の2②
四～六）

（2） 外国税額控除の見直し
次に掲げる外国における税について、外国税額控除に

おける取扱いが設けられた。本改正によりQDMTTが外
国税額控除の対象であることが明確化され、懸念されて
いた外国子会社合算税制による課税とQDMTTによる二
重課税について一定の措置が講じられることとなった。

対象から除外されるもの（法令141③四・五） 対象とされるもの（法令141②五）

■　 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相
当する税（いわゆるIIRにより課される税）

■　 外国を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に属
する構成会社等に対して課される税（グループ国際最
低課税額に相当する金額のうち一定の金額を課税標準
とするものに限る）又はこれに相当する税（いわゆる
UTPRにより課される税）

■　 自国内最低課税額に係る税（QDMTTにより課される
税）

（3 ）資本損益合算選択（除外資本損益に係る個
別計算所得等の金額の計算の特例）の創設
除外資本損益については、個別計算所得等の金額から
除外する調整を行うこととされていたが、特定多国籍企
業グループ等の選択により、除外資本損益のうち課税所
得の計算に含まれる一定のものについては、本調整の対
象外とすることができることとされた（資本損益合算選
択）（法令155の24の2①、法規38の20の2①～⑥）。

（4）その他
OECDが令和5年2月及び7月に公表している執行ガイ
ダンス及びGloBE情報申告に係る文書で検討されてい
たもののうち、改正前に未反映であったもの等を含む次
の追加や見直し等が行われた。
■　 税額控除のうち、適用者変更税額控除についての取
扱いが明確化された（法令155の18②十二、155
の35②二ハ）

■　 除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の
特例を受ける場合には、一定の導管会社等に対する
持分を通じて得られる一定の税額控除の額等を調整
後対象租税額の減額としないこととされた（法令
155の35⑦）

■　 特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度に
ついて、特定多国籍企業グループ等報告事項等が、

提供義務者の区分に応じて必要な事項等に見直され
た（法法150の3①一イロ、法規68⑤～⑦）

■　 その他所要の措置が講じられた

2.ﾠ 外国子会社合算税制の見直し
外国子会社合算税制におけるペーパー・カンパニー特

例については、その適用要件の一つに、「収入割合要件」
がある。このうち、例えば、持株会社特例に係る収入割
合要件は、外国関係会社の収入金額の合計額のうちに占
める一定の子会社等からの配当等が占める割合が95%
超であることを要するというものであるが、当該外国関
係会社に収入等がない場合には、当該要件を充足しない
ことになるのではないかという疑義が生じていた。本改
正により外国関係会社の事業年度に係る収入等がない場
合には、その事業年度における収入割合要件の判定が不
要とされた（措法66の6②二イ（3）（4）（5）、措法令39
の14の3⑥⑧⑨、措規22の11⑩⑭⑳）。

3.ﾠ 過大支払利子税制の見直し
過大支払利子税制（対象純支払利子等に係る課税の特

例）は、所得金額に比して過大な利子を支払うことを通
じた租税回避を防止するための制度である。
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過大支払利子税制の適用を受け、損金不算入とされた
支払利子等の額（以下「超過利子額」）は、改正前では、
原則として最大7年間繰り越して、一定の金額を限度と
して損金算入を行うことができることとされていた改正
後は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に
開始した事業年度に係る繰越期間が10年（原則：7年）
に延長された（措法66の5の3④、措令39の13の3⑥）。
これは、急激に金利環境が変化したことによる本税制に
おける影響を緩和するため設けられた時限的対応措置で
ある。

改正前 改正後

超過利子額の繰越期間 7年 10年（原則：7年）※

※　 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始した事業
年度に係る超過利子額

4.ﾠ 子会社株式簿価減額特例の見直し
子会社株式簿価減額特例の適用により減額する株式等

の帳簿価額の計算に際しては、その子法人から受ける対
象配当金額のうち特定支配関係発生日以後の利益剰余金
の額から支払われたものと認められる部分の金額を除外
できる特例計算が認められている。
改正前は、この特例計算が認められる「対象配当等の

額」から、特定支配日の属する事業年度に受ける配当等
の額は除外されていた。改正後は、上記の特例計算につ
いて、特定支配関係発生日の属する事業年度内に受けた
対象配当金額（その特定支配関係発生日後に受けるもの
に限る）についても、その特例計算の適用を受けること
ができることとされた（法令119の3⑪二、法規27③）。

＜特例のイメージ＞

事業年度
開始日

特定支配日

改正後 
・特例計算の適用を 
　受けることが可能

特定支配日の前日の
利益剰余金の額

対象配当金額

特定支配後の
増加利益剰余金額

特定支配日の前日の
利益剰余金の額 

益金不算入相当額
として株式等の帳
簿価額から引下げ

対象外

対象配当金額

事業年度
終了日

事業年度
開始日

事業年度
終了日

配当等を
受ける日

令和7年度税制改正
令和7年度税制改正として予定されている主要な項目

（法定実効税率に影響を及ぼす可能性のあるもの）は、
以下のとおりである。
このほか、令和7年度税制改正に関する法案が、執筆
日（令和7年3月10日）現在、国会で審議中となってお
り、その概要は令和7年度税制改正大綱についての会計
情報２月号「令和7年度税制改正の概要」をご参照いた
だきたい。
なお、令和7年度税制改正については、成立後の改正

法および関連法令を確認する必要がある点、ご留意いた
だきたい。

1.ﾠ 防衛特別法人税（仮称）の創設
法人税額に対し、税率4％の新たな付加税として、防

衛特別法人税（仮称）が課され、令和8年4月1日以後に
開始する事業年度から適用される。中小法人に配慮する
観点から、課税標準となる法人税額から基礎控除額とし
て年500万円が控除される。概要は次のとおりである。
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（1）防衛特別法人税（仮称）の概要

項目 改正案

納税義務者 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人
（人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む）

課税の範囲 法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税が課される。

税額の計算方法

防衛特別法人税額＝（基準法人税額－基礎控除額年500万円）×4％

■　 防衛特別法人税額＝各課税事業年度の課税標準法人税額（課税標準）×税率4％
■　 課税標準法人税額＝基準法人税額から基礎控除額を控除した金額
■　 基準法人税額：次の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額（附
帯税の額を除く）

　　➣　 所得税額の控除
　　➣　 外国税額の控除
　　➣　 分配時調整外国税相当額の控除
　　➣　 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
　　➣　 戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及

び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算
　　➣　 控除対象所得税額等相当額の控除
■　 基礎控除額：年500万円
　　➣　 なお、通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した

金額とする。この配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額
と異なる場合には、原則として期限内申告における基準法人税額により配分する。

■　 次の税額控除が行われる
　　➣　 外国税額の控除
　　➣　 分配時調整外国税相当額の控除
　　➣　 控除対象所得税額等相当額の控除
　　➣　 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除

申告及び納付等

■　 各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税の中間
申告書を提出しなければならない。

　　➣　 上記の防衛特別法人税の中間申告書の提出は、令和9年4月1日以後に開始する課税事業年
度から適用される。

■　 防衛特別法人税の申告期限及びその申告に係る防衛特別法人税の納期限は、各事業年度の所
得に対する法人税の申告期限及び納期限と同一とされる。

■　 電子申告の特例については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とされる。
■　 防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事
業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特別法人税確定
申告書に中間納付額で防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載があると
きは、その金額に相当する中間納付額が還付される。

■　 各事業年度の所得に対する法人税につき欠損金の繰戻しによる法人税の還付の請求書を提出
した法人に対して還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税が還付される場合
には、その課税事業年度の防衛特別法人税の額でその還付の時に確定しているもののうち、
法人税の還付金の額に4％を乗じて計算した金額にその課税事業年度の課税標準法人税額を乗
じてこれをその課税事業年度の基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額が併せて
還付される。

その他質問検査、
罰則等 各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、その他所要の措置がとられる。

適用関係 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。中間申告については、令和9年4月1日以
後に開始する課税事業年度から適用される。

（2）税効果会計における留意点
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事
業年度から課されることになるが、税効果会計において
は、決算日において国会で成立している税法に規定され

ている税率に基づいて計算することとされているため、
今後の法律成立時期を注視し、決算への影響を考慮する
必要がある。
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2.ﾠ 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、適用税率や対象法人の見直しが行われた上、その適用期限が

2年延長される。

（1）現行法と改正案の比較
現行法と改正案の内容は次のとおりである。

項目 現行 改正案

軽減税率の特
例の内容

所得の金額のうち年800万円以下の部分につい
て、軽減税率19％（本則）が適用

さらに時限的に軽減され、軽減税率の特例15％
が適用（租税特別措置）

所得の金額が年10億円を超える事業年度について、
所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用され
る税率が17％（現行：15％）に引き上げられる。

所得金額が10億円以下の事業年度の年800万円以下
の金額については現行の軽減税率の特例（15％）が
延長適用される。

適用対象法人

当該各事業年度終了の時において資本金の額若
しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しく
は資本若しくは出資を有しないもの等（適用除
外事業者、大法人による完全支配関係がある普
通法人、大通算法人等を除く）

適用対象法人の範囲から通算法人が除外される。

適用期限 令和7年3月31日までの間に開始する各事業年度 2年延長され、令和9年3月31日までの間に開始する
各事業年度

（2）改正後の適用税率
改正後に適用される税率はおおむね以下のとおりとなる。

法人区分 所得区分 税率

大法人 ― 23.2％

中小法人
（大法人による完全支配
関係がある普通法人、
大通算法人等を除く）

所得10億円超
（適用除外事業者、通算法人等を除く）

年800万円超の所得金額 23.2％

年800万円以下の所得金額 17％（本則19％）

所得10億円以下
（適用除外事業者、通算法人等を除く）

年800万円超の所得金額 23.2％

年800万円以下の所得金額 15%（本則19％）

適用除外事業者
（過去3年平均で所得15億円超）、
通算法人（大通算法人を除く）

年800万円超の所得金額 23.2％

年800万円以下の所得金額 19％

以　上
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 2025年3月12日時点
【企業会計基準委員会　ASBJ】

■確定公表済
項目 内容 ステータス

上場企業等が保有す
るベンチャーキャピ
タル（VC）ファンド
の出資持分に係る会
計上の取扱い

上場企業等が保有する組合等への出資持分に関
して、VCファンドに相当する組合等の構成資産
である市場価格のない株式を中心とする限定し
た範囲の会計上の取扱いについて検討が行われ
ていた。

2025年3月11日付で、改正移管指針第9号「金
融商品会計に関する実務指針」が公表された。

2024年年次改善プ
ロジェクトによる企
業会計基準等の改正

2024年4月1日を基準日として行った年次改善プ
ロジェクトにより検出された事項について、必
要とされる手続を検討の上、企業会計基準等の
改正を行うもの。

2025年3月11日付で、以下の改正企業会計基準
等が公表された。

Ⅰ．包括利益の表示に関する改正
・ 改正企業会計基準第25号「包括利益の表示に
関する会計基準」
・ 改正企業会計基準適用指針第9号「株主資本等
変動計算書に関する会計基準の適用指針」

Ⅱ．特別法人事業税の取扱いに関する改正
・ 改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及
び事業税等に関する会計基準」
・ 改正企業会計基準適用指針第28号「税効果会
計に係る会計基準の適用指針」

Ⅲ．種類株式の取扱いに関する改正
・ 改正実務対応報告第10号「種類株式の貸借対
照表価額に関する実務上の取扱い」

適用後レビューの実
施

ASBJが開発する会計基準の適正手続（デュー・
プロセス）は、公益財団法人財務会計基準機構
の理事会が定める「企業会計基準及び修正国際
基準の開発に係る適正手続に関する規則」（以下
「適正手続規則」という。）に規定されており、
適正手続規則では、適用後レビューの実施が定
められている。
「開示に関する適用後レビューの実施計画」が作
成され、2017年12月26日に適正手続監督委員
会に報告されていた。

2025年3月11日付で、「開示に関する適用後レ
ビューの報告」が公表された。

■公開草案公表中
項目 内容 ステータス

バーチャルPPAに係
る会計上の取扱い

2024年7月に企業会計基準諮問会議から提言を
受 け、 バ ー チ ャ ルPPA（Power Purchase 
Agreement）に関して、現在我が国において行
われている一般的な取引形態で用いられる取引
を前提に、需要家の観点から優先度の高い論点
に範囲を限定した当面の会計上の取扱いについ
て、検討が行われていた。

2025年3月11日付で、実務対応報告公開草案第
70号「非化石価値の特定の購入取引における需
要家の会計処理に関する当面の取扱い（案）」が
公表され、2025年5月30日まで意見募集が行わ
れている。

会計基準等開発動向
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■専門委員会で審議中
項目 内容 ステータス

金融商品に関する会
計基準

日本基準を国際的に整合性のあるものとする取
組みの一環として、予想信用損失モデルに基づ
く金融資産の減損についての会計基準の開発に
向けて、検討が行われている。
なお、金融資産及び金融負債の分類及び測定に
ついては、今後、会計基準の開発に着手するか
否かについて判断する予定とされている。

2022年4月より、予想信用損失モデルに基づく
金融資産の減損について、IFRS第9号「金融商品」
の相対的アプローチを採用したモデル（ECLモデ
ル）を開発の基礎として検討が進められている。
現在、金融機関において適用されるIFRS第9号を
出発点として適切な引当水準を確保したうえで
実務負担に配慮した会計基準の開発及び一般事
業会社における取扱いに関する検討を継続しつ
つ、IFRS第9号及びIFRS第7号「金融商品：開示」
の定めの取入れ方等に関する検討が行われてい
る。

四半期報告書制度の
見直しへの対応

企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会
計基準」（以下「中間会計基準」という。）及び
企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する
会計基準」を統合した会計基準等の開発に向け
て、検討が行なわれている。

2024年10月より検討が開始されている。
また、中間会計基準に関連する他の会計基準等
の修正への対応については、2024年6月より検
討が開始されている。

金融商品取引法上の
「電子記録移転権利」
又は資金決済法上の
「暗号資産」に該当
するICOトークンの
発行・保有等に係る
会計上の取扱い

資金決済法上の「暗号資産」に該当するICOトー
クンの発行・保有等に係る会計上の取扱いにつ
いて検討が行われている。

資金決済法上の「暗号資産」に該当するICOトー
クンの発行・保有等に係る会計上の取扱いにつ
いては、2022年3月15日に、「資金決済法上の
暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転
権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係
る会計処理に関する論点の整理」が公表された。
2022年6月8日にコメントが締め切られ、現在、
論点整理に寄せられたコメントへの対応が検討
されている。
このうち、暗号資産の発行者が発行時に自己に
割り当てた暗号資産の会計上の取扱いについて、
2022年11月７日の第490回企業会計基準委員会
において審議が行われ、ASBJにおける議論の内
容を周知するために、議事概要別紙（https://
www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 
20221107_490g_02.pdf）が公表された。

子会社株式及び関連
会社株式の減損との
れんの減損の関係

JICPAから公表されている会計制度委員会報告第
7号「連結財務諸表における資本連結手続に関す
る実務指針」（2024年7月1日に移管指針第4号
「連結財務諸表における資本連結手続に関する実
務指針」としてASBJに移管）に定められる連結
財務諸表におけるのれんの追加的な償却処理に
ついて、子会社株式及び関連会社株式の減損と
のれんの減損の関係を踏まえ、検討が行われて
いる。

2017年10月より検討が開始されている。

後発事象に関する会
計基準

JICPAが公表した実務指針等のうち会計に関する
指針に相当すると考えられる記載の移管を行う
ことに焦点を当てて、後発事象に関する会計基
準の開発を行う。

2024年12月より検討が開始されている。

継続企業に関する会
計基準

JICPAが公表した実務指針等のうち会計に関する
指針に相当すると考えられる記載の移管を行う
ことに焦点を当てて、継続企業に関する会計基
準の開発を行う。

2025年2月より検討が開始されている。

繰延資産に係る会計
上の取扱い

2024年7月に企業会計基準諮問会議から提言を
受け、繰延資産に係る会計上の取扱いについて、
今後、検討する予定とされている。

今後、他のプロジェクトの状況やリソースの状
況を踏まえて、検討を開始する予定とされてい
る。
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項目 内容 ステータス

譲受人が特別目的会
社である場合の金融
資産の消滅範囲の明
確化

2024年12月に企業会計基準諮問会議から提言を
受け、譲受人が特別目的会社である場合の金融
資産の消滅範囲の明確化について、今後、検討
する予定とされている。

今後、リソースの状況を踏まえて、検討を開始
する予定とされている。

■基準諮問会議でテーマアップの要否を審議中
項目 内容 ステータス

株式報酬に関する会
計処理及び開示の取
扱いの整備について

（1） いわゆる現物出資構成による取引に関する会
計基準の開発

（2） 現金決済型の株式報酬取引に関する会計基準
の開発

（3） インセンティブ報酬に関する包括的な会計基
準の開発

第43回基準諮問会議（2021年11月29日開催）
においてテーマ提言がなされた。
（1）について、実務対応レベルとして、実務対応
専門委員会にテーマ評価を依頼するとされ、（2）
（3）について、会計基準レベルとして事務局にお
いて論点整理を行うとされた。
第44回基準諮問会議（2022年3月2日開催）で
は検討状況の報告を行うとともに、（1）から（3）
のテーマのうち、（1）のテーマ評価を優先させて
進めることとした。
第45回基準諮問会議（2022年7月20日）では、
（1）に係る現状のテーマ評価の検討状況について
説明がなされた。現在、（1）のテーマ評価を優先
しており、（2）及び（3）の検討には至っていない。

■今後、開発に着手するか否かを判断
項目 内容 ステータス

該当なし

■その他の日本基準の開発に関する事項
項目 内容 ステータス

該当なし

【サステナビリティ基準委員会　SSBJ】

■確定公表済
項目 内容 ステータス

日本版S1、S2プロ
ジェクト

SSBJが開発する基準を国際的に整合性のあるも
のとする取組みの一環として、国際サステナビ
リティ基準審議会（ISSB）のIFRS S1号「サステ
ナビリティ関連財務情報開示に関する全般的要
求事項」及びIFRS S2号「気候関連開示」に相当
する基準の開発を行う。

2025年3月5日付で、以下の基準が公表された。
・ サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サ
ステナビリティ開示基準の適用」
・ サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一
般開示基準」
・ サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気
候関連開示基準」

本基準は、適用対象企業と強制適用時期を定め
ていないが、任意で本基準に従った開示を行う
場合、2025年3月5日以後終了する年次報告期間
に係るサステナビリティ関連財務開示から適用
することができるとされている。
また、これら3つの基準は同時に適用しなければ
ならないとされている。

（補足）サステナビリティ開示基準の適用対象・適用時期については、金融庁金融審議会「サステナビリティ情報
の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」にて検討が行われている。
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■今後、開発に着手するか否かを判断
項目 内容 ステータス

産業別の基準 IFRS S2号とあわせてISSBから公表された「IFRS 
S2号『気候関連開示』を適用するための産業別
ガイダンス」に関しては、当初は例示扱いとし、
強制力がない（基準に準拠した旨を表明する上
で従うことが要求されない）ものとされている。

日本版S2プロジェクトにおいても、当初はISSB
の産業別ガイダンスに相当する産業別の基準を
開発することはせず、産業別ガイダンスが強制
力を持つことになった場合に、改めてSSBJとし
てISSBの産業別ガイダンスを踏まえた産業別の
基準を開発するかどうかを個別に検討すること
とされている。

【日本公認会計士協会　JICPA】
　会計制度委員会実務指針、監査・保証実務委員会実務指針及び業種別委員会実務指針のうち会計処理の原則及び
手続を定めたもの

■公開草案公表中
項目 内容 ステータス

会計制度委員会研究
報告「補助金等の会
計処理及び開示に関
する研究報告」

現時点において我が国に補助金等に関する会計
基準が存在しておらず、補助金等に係る会計処
理及び開示について、様々な実務が行われてい
ることが想定されることを踏まえて、2022年10
月に補助金等検討専門委員会を設置し、補助金
等に関する会計処理及び開示について研究を重
ね、会計制度委員会研究報告「補助金等の会計
処理及び開示に関する研究報告」（公開草案）と
して公表し、広く意見を求めることとしたもの。

2025年2月19日付で、会計制度委員会研究報告
「補助金等の会計処理及び開示に関する研究報
告」（公開草案）が公表され、2025年4月19日
まで意見募集が行われている。

【金融庁】
項目 内容 ステータス

財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に
関する規則等の一部
を改正する内閣府令
（案）

ASBJにおいて、企業会計基準第34号「リースに
関する会計基準」等を公表したことを受け、財
務諸表等規則等及び財務諸表等規則ガイドライ
ン等について所要の改正を行うもの。

2024年12月24日付で左記改正案が公表され、
2025年1月24日まで意見募集が行われていた。
なお、改正後の新財務諸表等規則等の規定の適
用予定は下記とされている。
・ 2027年4月1日以後に開始する事業年度又は中
間会計期間（以下、事業年度等という。）に係
る財務諸表等について適用し、同日前に開始
する事業年度等に係る財務諸表等については、
なお従前の例による。
・ ただし、2025年4月1日以後に開始する事業年
度等に係る財務諸表等については、新財務諸
表等規則等の規定を適用することができる。

財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に
関する規則等の一部
を改正する内閣府令
（案）

ASBJにおいて、企業会計基準公開草案第82号
（企業会計基準第27号の改正案）「法人税、住民
税及び事業税等に関する会計基準（案）」等を公
表したことを受け、財務諸表等規則等について
所要の改正を行うもの。

2024年12月27日付で左記改正案が公表され、
2025年1月27日まで意見募集が行われていた。

「金融商品取引法施
行令の一部を改正す
る政令」等（スター
トアップへの資金供
給の促進関係）

金融審議会市場制度ワーキング・グループ・資
産運用に関するタスクフォース報告書（2023年
12月公表）における提言を踏まえ、スタートア
ップ等への資金供給や投資家のリスク負担能力
に応じた多様な投資商品の提供を促進するため、
関連する政府令等(企業内容等の開示に関する内
閣府令、「企業内容等の開示に関する留意事項に
ついて（企業内容等開示ガイドライン）」含む)の
整備を行うもの。

左記政令等が、2025年2月21日付で公布され、
2025年2月25日から施行・適用された。
この新開示府令第三号様式記載上の注意(23)b等
の規定は、2025年3月31日以後に終了する事業
年度に事後交付型株式による株券の交付を行う
場合における同日以後に終了する事業年度に係
る有価証券報告書等から適用される。
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【法務省】
項目 内容 ステータス

会社計算規則の一部
を改正する省令

ASBJによる実務対応報告第46号「グローバル・
ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及
び開示に関する取扱い」の公表等を受けて、会
社計算規則（平成18年法務省令第13号）につい
て、所要の改正を行うもの。

左記省令が、2025年2月28日付で公布・施行さ
れた。
なお、改正後の会社計算規則の規定は、2024年
4月1日以後開始する事業年度に係る計算書類及
び連結計算書類について適用し、同日前に開始
する事業年度に係るものについては、なお従前
の例によるものとされている。

会社計算規則の一部
を改正する省令案

ASBJによる企業会計基準第34号「リースに関す
る会計基準」の公表等を受けて、会社計算規則
（平成18年法務省令第13号）について、所要の
改正を行うもの。

2025年2月5日付で左記改正案が公表され、
2025年3月6日まで意見募集が行われていた。
なお、改正後の会社計算規則の規定は以下の通
り適用が予定されている。
2027年4月1日以後開始する事業年度に係る計算
書類及び連結計算書類について適用し、同日前
に開始する事業年度に係るものについては、な
お従前の例による。
ただし、2025年4月1日以後開始する事業年度に
係るものについては、新会社計算規則の規定を
適用することができる。
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新刊書籍のご案内

発行済の書籍についてはWebサイトでご覧下さい。
市販の書籍　https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/get-connected/pub/books/bookspublications.html

税法解釈の作法
稲見誠一監修・梅本淳久著

中央経済社

税法は難解と言われますが、租税法律主義のも
とでは、条文と正面から向き合うことを避けて通
ることはできません。本書は、第1章（租税法に
おける概念）、第2章（法令解釈の方法）及び第4
章（法令用語のルール）の各章において、税法解
釈の理論を体系的に解説し、各理論につき「1対
1対応」で租税判例などの事例解説を行います。
また、第3章（最高裁判決にみる税法解釈のあり
方）では、最高裁の税法解釈のプロセスをたどり
ます。本書が、税務関係者の皆様にとって、少し
でもお役に立てば幸いです。

価格　3,080円（税込）
2025年2月26日刊

ISBNコード：
978-4-502-52411-0

女性社外取締役のリアルガイド
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー 

合同会社ﾠ編
中央経済社 

女性社外取締役の選任・就任・取締役会まで、
そのリアルな実態と課題、そして社外取締役とし
て持っているべき知識とスキル、経験と覚悟を、
官公庁や各種機関のレポートや、雇う企業側・雇
われる女性社外取締役・エージェントへの取材を
もとに、自ら女性社外取締役を経験した代表著者
を中心に、全取締役が最低限知っておくべき、心
得ておくべき要件を簡潔かつ本質的にまとめた必
携マニュアルです。

価格　2,970円（税込）
2025年3月刊
ISBNコード：

978-4-502-53651-9
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デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワーク
のメンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト 
トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマ
ツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称で
す。デロイト トーマツ グループは、日本で最大級のプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれ
の適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税
務、法務等を提供しています。また、国内約30都市約1万7千名を超える専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本
企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（www.deloitte.com/jp）をご
覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（�DTTL�）、そのグローバルネットワーク組織を構
成するメンバーファームおよびそれらの関係法人のひとつまたは複数を指します。DTTL（または�Deloitte 
Global�）ならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。
DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジ
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Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザ
リー、税務、法務などに関連する最先端のサービスを、Fortune Global 500®の約9割の企業や多数のプライ
ベート（非公開）企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、ク
ライアントの変革と繁栄を促し、より豊かな経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り
組むことを通じて、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、創設以来
175年余りの歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。 �Making an impact 
that matters�をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの約415,000名のプロフェッショナルの活動の
詳細については、（www.deloitte.com）をご覧ください。

本冊子は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド
（�DTTL�）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して�デ
ロイト・ネットワーク�）が本冊子をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務ま
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